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改正履歴 
番号 日時 改正概要 
1 平成 24 年 8 月 15 日 初版作成 
2 平成 24 年 9 月 6 日  一般管理費等の契約保証を計上する場合の対象金額を修正 

 高所作業車運転工に係る対象部位及び工法の追加 
 誤植の頁番号を修正 

3 平成 24 年 11 月 21 日  一般管理費率の補正の注意書きを削除 
 賠償責任保険料一覧表を追加 
 上記に伴う頁数の変更 

4 平成 25 年 5 月 20 日  共通仮設費に係る率に含まれるもの及び積み上げるものに

追記 
 住宅地等に係る対象部位及び工法の追加及び改正 
 公共施設に係る対象部位及び工法を新設 
 道路等に係る工法の改正 
 共通に係る対象部位及び工法を新設 
 上記に伴う頁数の変更 

5 平成 25 年 5 月 23 日  機械運転単価表の一部において、運転日から運転時間に修

正 
 トラック運転単価表の軽油数量を、26.09→23.0 に訂正 
 1.4.4.2 樹木剪定（寄植）を削除及び目次修正 
 単位などの誤謬訂正。 

6 平成 25 年 12 月 18 日  共通仮設費の率内・積み上げ項目の一部を改正。 
 追加調査結果による全面的な改正。 

 剥ぎ取り・被覆に関し人力施工・機械併用に分離 
 吸引型高圧洗浄に関し、面積区分を設定 

 公共施設・道路について「除染特別地域に係る除染工事等

暫定積算基準」を準用 
 農地・森林・運搬について新設。「除染特別地域に係る除

染工事等暫定積算基準」を準用 
 排水処理・減容化について新設。関連歩掛を共通から移

行。 
 足場工において、新規工種を追加。 
 上記に係り構成を変更。 

7 平成 26 年 5 月 27 日  共通仮設費及び現場管理費に乗じる補正率を改正。

(H26.2.19 通知)  
 共通仮設費率及び現場管理費率の率対象下限値の見直し。 
 除染保険料の改正。(H26.5.1 通知) 
 共通仮設費に積み上げるものに「除染等業務従事者等被ば

く線量登録管理制度に登録するための費用」を追記。

(H26.4.3 通知) 
8 平成 27 年 4 月 1 日  2.1 作業費の基本構成を改正。 

 賠償責任保険料の計上方法の変更。 
 追加調査結果による改定。 
 局所除染（住宅地等）について新設。 

9 平成 28 年 4 月 1 日  追加調査結果による局所除染（住宅地等）の改定 
10 平成 28 年 5 月 1 日 

 
 共通仮設費率及び現場管理費率の改正。 
 準備費及び安全費の②積上げ計算による内容を改正 

11 平成 29 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
 上記に伴う頁数の変更 
 「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準」参照の

記載を一部修正 



番号 日時 改正概要 
12 平成 29 年 5 月 1 日  共通仮設費及び現場管理費の施工地域を考慮した補正方法

の改正 
 安全費のイメージアップ経費の名称を「現場環境改善費」

に変更 
13 平成 30 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
14 平成 30 年 5 月 1 日  一般管理費等率の改定 
15 平成 30 年 7 月 1 日  共通仮設費率、現場管理費率の改定 
16  平成 31 年 4 月 1 日  共通仮設費、現場管理費について、東日本大震災の復旧・

復興事業等における積算方法等に関する試行の補正済の値

に改定 
 賠償責任保険料の改定 

17 令和 2 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
18 令和 3 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
19 令和 4 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
20 令和 4 年 5 月 1 日  一般管理費率の改定 
21 令和 5 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 
22 令和 6 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改定 

 ２ 作業費の構成「2.1 作業費の基本構成」「表 1-1 設計工

事費の基本構成（詳細）」の現場管理費の算出基準を改

訂。 
 2 作業費の構成「2.2 直接作業費」「（３）直接経費」の

特許使用料を改訂。 
 2 作業費の構成「2.5 随意契約方式により工事を発注す

る場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の運用につ

いて」及び「2.6  工事積算における熱中症対策につい

て」を新規に追加。 

 第３章 環境省積算基準等通知資料を新規に追加。 
23 令和 7 年 1 月 20 日  第３章 環境省積算基準等通知資料のうち、「週休 2 日制

工事の試行について」を改正 
24 令和 7 年 4 月 1 日  賠償責任保険料の改正 
25 令和 7 年 10 月 1 日  共通仮設費率、現場管理費率の改訂 

 積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の現場管理費率

の補正について追記 
 共通仮設費の積上対象について追記 
 現場環境改善費の積算方法について追記 
 他機関基準の適用順位を追記 
 仮置場に係る項目を追記（環境省積算基準を引用） 
 本基準等と工種重複のため適用できない環境省基準の項目

について追記 
26 令和 7 年 11 月 1 日  ＩＣＴの保守点検費を削除 

 週休２日制工事の適用基準を土木部基準に変更 
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第１章 総則 
1 適用範囲等 

1.1 適用範囲                                                                            
本積算基準は、福島県内汚染状況重点調査地域等における除染作業に適用する。 

なお、本基準については、現場条件等を勘案のうえ適切に適用することとし、本基準

を適用することが不適当または困難であると認められるものについては、福島県土木部

や環境省等他機関が発刊又は示す基準（以下、「他機関基準」）を適用することができ

る。 

また、他機関基準の適用順位は以下とする。 

他機関基準の 

適用順位 

他機関基準 

１位 福島県土木部発刊「福島県土木工事標準積算基準」 

２位 福島県土木部発刊「建築関係工事積算基準」 

３位 環境省発刊「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準」 

４位 国（環境省を除く）、公団及び事業団等（協会歩掛を含む）の 

定める積算基準 

 

1.2 留意事項                                                                            
本基準は、標準的な除染作業を想定しており、実際の除染作業における工法や機械を

規定するものではない。 

  



2 
 

2 作業費の構成 
2.1 作業費の基本構成                                                                            

作業費の構成を図１－１に示す。また、当該構成の詳細を表１－１に示す。                
 

 
 
 
 

   直接作業費 
 

純作業費 
作業原価           共通仮設費 

間接費 現場管理費 

作業価格 

 

 

作業費       一般管理費等 

 

賠償責任保険料（消費税等相当額を控除し計上） 

 

消費税等相当額 

図１－１ 作業費の基本構成 
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表１－１ 設計作業費の基本構成（詳細） 
 
 

 
 

１区分 ２費目 ３細目 ４細分 ５  算定基準 ６  内容 

作業費 作業価格 作業原価 １ 

直 

接 

作

業 

費 

  「作業費」とは作業価格並びにこれに対応する消費税等相当額の合計額をい 

う。「作業価格」とは事業の主体をなす施設の作業（作業に必要な準備工を含む。 

以下「本作業」という。）の施工に必要な経費で次に掲げる経費の合計額をいう。 

 当該年度摘要の積算基準、材料費及び労務費、本歩掛 を基

本とし、事業箇所の実情に即して算定。 

直接作業費は、箇所又は作業種類により各作業部門を工種、種別、細別及び名 

称に区分し、それぞれの区分ごとに材料費、労務費及び直接経費の３要素につい 

て積算するものとする。 

(1) 材

料費 

 本作業に直接必要なゼオライト、セメント、砕石、鋼材等資材の購入費をいい、

これに要する運搬費、保管料を含むものとする。この材料単価は、「除染作業設計

資材単価等決定基準」に基づき、事業実施可能な単価とする。 

(2) 労

務費 

 本作業に直接必要な賃金等の人件費をいう。この労務単価は、「設計労務単価」

に基づき決定するものとする。 

(3) 

直接 

経費 

直接必要とする額 作業を施工するために直接必要とする経費であり、次のものの合計額をいう。 

①特許権使用料 契約に基づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に

要する費用 

②水道、光熱、電力料 作業を実施するために必要な電力電灯使用料及び用水使

用料 

③機械経費 施工するために必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費を

除く） 
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   ２ 

間 

接   

費 

(1)  

共通 

仮設費 

（率計算の算定式） Ｋｒ＝Ａ・Ｐｂ  

ただしＫｒ：共通仮設費率 Ｐ：対象額 

Ａ、ｂ：変数値 

（注）Ｋｒの値は小数点以下第３位を四捨五入して２位止

めとする。 

共通仮設費及び現場管理費の合計額をいう。 

(1)共通仮設費の算定は、所定の率計算による額と積上げ計算による額と加算し 

て行うものとする。 

①率計算による部分（※１） 下記に定める対象額ごとに求めた率に当該対象額

を乗じて得た額とする。 

対象額(Ｐ)＝直接作業費＋（支給品費）＋事業損失防止施設費 

対象額  300万円以下 300万円を超え 10億円以下  10億円を超えるもの 

適用区分 下記の率とする。 算定式より算出された率とする。ただし変数値は下記 

による 

下記の率とする 

Ａ ｂ 

率 19.92％    175.50     -0.1459    8.54％ 

（注）この表は「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」（平成 26年 2月 3日付け国技建第 3号）に基づ

き共通仮設費率に１．５(復興係数)を乗じた補正済みの値である。 

積上げ計算による部分 現場条件等を適確に把握することにより必要額を適正に積み上げるものとする。 

※１：共通仮設費率の補正 

下表の適用条件に該当する場合、共通仮設費率に補正係数を乗じるものとする。 

適用条件 

補正係数 適用優先 施工地域 対象 

市街地（DID補正） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.3 1 

一般交通影響有り（１） 

2 車線以上（片側 1 車線以上）かつ交通量が 5,000 台/日以

上の車道において規制を行う場合。ただし、常時全面通行

止めの場合は対象外とする。 1.3 2 

一般交通影響有り（２） 

一般交通影響有り（１）以外の車道において、規制を伴う

場合。（常時全面通行止めの場合を含む。） 1.2 3 

山間僻地及び離島 

施工地域が人事院規制における特地勤務手当を支給するた

めに指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。 1.3 4 
 

（注）・市街地とは、作業地域が人工集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお、DID地区とは、総務省統計局国勢調査による地

域別人口密度が 4,000人／km2以上でその全体が 5,000人以上となっている地域をいう。 

・適用条件の複数に該当する場合は、適用優先順に従い決定するものとする。 
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   (2)  

現場 

管理費 

現場管理費は、次の算定式により算定した率を乗じて得た額の範囲内とする。 

なお、資材等を支給するときは、当該支給品費を純工事費に加算した額を現場

管理費算定の対象とする。  

 
（率計算の算定式） Ｊｏ＝Ａ・Ｎｐｂ

 

ただし Ｊｏ：現場管理費率（％） Ｎｐ：対象純作業費（単位円）  

Ａ、ｂ：変数値 

(注)Ｊｏの値は小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位 止めとする。 

受託者が作業を実施するために必要な労務管理費、安全訓

練に要する費用、 外注経費、租税公課、保険料等の費用（※

２） 

 

対象純作業費＝純作業費（直接作業費＋共通仮設費）＋支

給品費 

純作業費 300 万円以下 300 万円を超え 10億円以下 10億円を超えるもの 

適用区分 下記の率とする 算定式より算出された率とする。ただし変数値は下記 

による 

下記の率とする 

Ａ ｂ 

率  51.77％   272.64 -0.1114 27.10％ 

（注）この表は「東日本大震災の復旧・復興事業等における積算方法等に関する試行について」（平成 26年 2月 3日付け国技建第 3号）に基づき

現場管理費率に１．２(復興係数)を乗じた補正済みの値である。 

 

※２：現場管理費の補正 

１）積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合、現場管理費率に補正値を加算するものとする。 

ａ．積雪寒冷地の施工期間を次のとおりとする。 

施工時期 適用地域 

12月１日～3月 31日 （汚染状況重点調査地域） 

大玉村、天栄村、石川町、浅川町、田村市、三春町、小野町、西郷村、中島村、 

会津坂下町、柳津町、湯川村、会津美里町、三島町、昭和村、 

川内村 

 

（除染特別地域） 

葛尾村、飯館村 

 

（汚染状況重点調査地域及び除染特別地域でない） 

会津若松市、金山町、喜多方市、磐梯町、猪苗代町、西会津町、北塩原村、南会津町、 

下郷町、只見町、檜枝岐村 
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     ｂ．現場管理費率の補正値は次によるものとする。 

補正値（％）＝冬期率×補正係数×１．２(復興係数) 

冬期率＝12月１日から３月 31日までの工事期間（日）／工期（日） 

ただし、工期については実際に工事を施工するために要する期間で、準備期間と後片付け期間を含めた期間とする。また、冬期
工事期間に準備又は後片付けが掛かる場合は、準備期間と後片付け期間を含めた期間とする。 

また、冬期工事期間に準備又は後片付けが掛かる場合は、準備期間と後片付け期間を含めた期間とする。 

補正係数 

積雪寒冷地域の区分 補正係数 

４級地 1.20 

（注）１．冬期率は小数第３位を四捨五入して第２位とする。 

２．補正値は小数第３位を四捨五入して第２位とする。 

２）下表の適用条件に該当する場合、現場管理費率に補正係数を乗じるものとする。 

適用条件 

補正係数 適用優先 施工地域 対象 

市街地（DID補正） 市街地部が施工箇所に含まれる場合。 1.1 1 

一般交通影響有り（１） 

2 車線以上（片側 1 車線以上）かつ交通量が 5,000 台/日以

上の車道において規制を行う場合。ただし、常時全面通行

止めの場合は対象外とする。 1.1 2 

一般交通影響有り（２） 

一般交通影響有り（１）以外の車道において、規制を伴う

場合。（常時全面通行止めの場合を含む。） 1.1 3 

山間僻地及び離島 

施工地域が人事院規制における特地勤務手当を支給するた

めに指定した地区、及びこれに準ずる地区の場合。 1.0 4 

（注）・市街地とは、作業地域が人工集中地区（ＤＩＤ地区）及びこれに準ずる地区をいう。なお、DID地区とは、総務省統計

局国勢調査による地域別人口密度が 4,000人／km2以上でその全体が 5,000人以上となっている地域をいう。 

・適用条件の複数に該当する場合は、適用優先によるが、共通仮設費で決定した施工地域区分と同じものを適用すること。 

３）資材等を支給するときは、当該支給品費を純作業費に加算した額を現場管理費算定の対象となる純作業費とする。 

４）ヘリコプターの飛行経費、は対象額に含めない。 

５）現場管理費率の補正計算 

補正後の現場管理費率 ＝ 補正値 ＋ 補正前の現場管理費率×補正係数 

・補正値は１）の積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正による 

・補正係数は２）の施工地域の補正による 

 



7 
 

 
  

  一般管理費 一般管理費は次の算定式により算出した額の範囲内とする。 

なお、一般管理費等の算出の場合、支給品費及びヘリコ プターの飛行経費は

算出基準の対象としない。 

①  前払金支出割合が 35％を超える場合 

②  算定式 

Ｇｐ＝－4.97802×LOG（Ｃｐ）＋56.92101  （％） ただし、 

Ｇｐ：一般管理費等率 Ｃｐ：作業原価（単位円） 

(注)  Ｇｐの値は、少数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めとする。 

（作業原価＝純作業費＋現場管理費） 

受注者が作業を実施するために必要な法定福利費、修繕維持

費、事務用品費、 通信交通費等の費用 

作業原価 500 万円以下 500 万円を超え 30 億円以下 30 億円を超えるもの 

一般管理費等率 23.57％ ②の算定式により算出された率 9.74％ 

③  一般管理費率の補正 

  
 
 
  
 
                    

  
(注)・ 上記①及び②で求めた一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第 3 位を四捨五入して 2 位止めとする。補正後の一

般管理費等は上記③による補正係数に標準の一般管理費を乗じて得た額。 

 
 
 
 
 
（注１） 上記以外の場合の具体例は以下のとおり。 

(1) 福島県財務規則第 229条関係の規定により契約保証金の減免が出来る業務委託契約である場合。 

（注２） 契約保証にかかる費用を計上する場合は、下記のとおりとする。 

(1) 契約保証に係る費用は当初設計において計上するものとし、その後、設計変更が生じても当初のまま固定し、変更しないものとする。 

(2) 契約保証にかかる費用は、契約保証に係る補正値を含まずに算出した当初設計額が、３，０００千円以上（消費税含む）の場合に限り

計上するものとする。 

 

前払金支出割合区分 補正係数 

0％から 5％以下 1.05 

5％を超え 15％以下 1.04 

15％を超え 25％以下 1.03 

25％を超え 35％以下 1.01 

 

契約保証の方法 補正値（％） 

発注者が金銭的保証を必要とする場合 0.04 

発注者が役務的保証を必要とする場合 0.09 

上記以外の場合 補正しない 
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「処分費等」の取扱い 
「処分費等」とは，下記のものとし，「処分費等」を含む作業の積算は，当該処分費等を直接作業費に計上し，間接費等の積算は，下表のとおりとする。 

なお、除染廃棄物については、対象としない。 

ａ.  処分費(再資源化施設の受入費を含む) 

ｂ.  上下水道料金 

ｃ.  有料道路利用料 
 
 
区 分 

処分費等が「共通仮設費対象額 (Ｐ)＋準備

費に含まれる処分費」に占める割合が３％以

下で かつ処分費等が３千万円以下の場合 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)＋準備費に含まれる処分

費」に占める割合が３％を超える場合または処 分費等が３千

万円を超える場合 

 

共通仮設費 

 

 

全額を率計算の対象とする。 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)＋準備費に含まれる処分

費」に占める割合の３％とし，３％超える金額 は，率計算の

対象としない。ただし，対象となる金額 は３千万円を上限と

する。 

 

現場管理費 

 

 

全額を率計算の対象とする。 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ))＋準備費に含まれる処

分費」に占める割合の３％とし，３％を超える 金額は，率計

算の対象としない。ただし，対象となる 金額は３千万円を上

限とする。 

 

一般管理費等  

 

 

全額を率計算の対象とする。 

処分費等が「共通仮設費対象額(Ｐ)＋準備費に含まれる処分

費」に占める割合の３％とし，３％を超える金 額は，率計算

の対象としない。ただし，対象となる金 額は３千万円を上限

とする。 

(注)  １．上表の処分費等は，準備費に含まれる処分費を含む。なお，準備費に含まれる処分費は，伐開，除根等に伴うものである。 

２．これにより難い場合は別途考慮するものとする。 

  

 消費税等相当額 消費税及び地方消費税相当分を積算するものとする。 

 

賠償責任保険料 除染作業を行うことによって生じる追加的な賠償責任に係る経費を担保する保険料については、消費税等相当額分をあらかじめ控除した保険料

を計上する。（間接費対象外） 

 



9 
 

 

2.2 直接作業費 
直接作業費とは、除染作業をおこなううえで直接投入される費用で、たとえば、客土

では、購入土、足場や高圧洗浄機など直接的に用いられる機械経費等が含まれる。 直接

作業費の構成を図２－１に示す。 

 
 材料費（機械経費に係るものを除く）  

労務費（機械経費に係るものを除く） 

直接作業費    特許使用料（工法使用料等を含む）  

 

    水道光熱電力料（基本料金を除く） 

 
 
 

直接経費  定期整備費 

機械損料 現場修理費 

償却費  

 機械経費          機械管理費 

 
 
 
 

運転経費 （運転）材料費 
 

（運転）労務費 

 
図２－１ 直接作業費の構成 

 

(1) 材料費 

材料費は、その所要数量に材料単価を乗じて算出される。 
 

１）数量  

数量は作業を実施するに直接必要となる標準使用量に運搬、貯蔵、施工中の損失量

等を実情に即して加算する。 

 
２）材料単価 

材料単価は原則として現場着単価（現場の材料置場までの着単価で現場内の小運搬

は含まない。）とし、設計時に実際に購入できる適正な価格を計上するものとする。 

現場着単価には、材料購入場所から現場までの運搬費用は含まれているので作業現

場が山間地等特殊な場所のときは、運搬費用が材料の市場価格よりも大きくなることも

ある。 

また、材料単価といった場合にそれが現場着単価であるのか、一般の市場価格（運搬 

費は含まない。）なのか二重の計上にならないように確認しておく必要がある。 
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３）材料単価の決定 

材料単価の決定方法は、除染作業設計資材単価等決定基準によるものとする。 

 
(2) 労務費 

労務費はその所要人員に公共工事設計労務単価を乗じて算出される。 
 
 

１）所要人数 

員数は原則として第２章 暫定歩掛 による。 なお、当該歩掛以外の歩掛を採用すると

きは、その根拠をだれにでも理解できるよう明確にしておかなければならない。 

 
２）労務単価  

労務単価は、労務者に支給される賃金であって、熟練度、能力は普通程度とし直接

作業に従事する昼間実働８時間に対する基本給をいう。夜間作業等の場合は、その労

働条件に応じて割増することができる。 

 
 
(3) 直接経費 

直接経費は、１）特許使用料、２）水道光熱電力料、３）機械経費に区分される。 
 

１）特許使用料 

除染等工事費の積算において必要な特許使用料の算定については、次のとおりとす

る。ただし、これにより難い場合は別途考慮するものとする。  

①特許使用料の適用  

特許使用料の適用は、特許権等に係る施工法・試験法・製造法並びに特許権、実用新

案権及び意匠権等を用いて施工・製作させた装置等、工業所有権等に係るもの全てを対

象とした特許工法等とし、特許法に基づく手続きのうち、設定登録が完了している場合

及び出願を完了し、かつ、設定登録が完了していない手続き期間において、当該工法等

を使用する積算に適用する。また、特許使用料を計上するのは、共有特許及び民間特許

工法等を使用する場合とする。  

②特許使用料の積算 

特許使用料は、工事を施工するのに直接必要とする経費とし、その算定は契約に基

づき使用する特許の使用料及び派出する技術者等に要する費用の合計額である。 

 
２）水道光熱電力料等 

水道光熱電力料等には、作業を実施するに必要とする電力、電灯使用料及び上下水

道料金で、機械固有の時間当たり使用量から供給機関の規定に従って、個別に算定す

る。 光熱電力料の使用料金は直接作業費で計上するが、基本料金は共通仮設費に計上

する。 

 
３）機械経費 

機械経費は、作業を実施するに必要な機械の使用に要する経費（材料費、労務費

を除く。）で、その算定は請負工事機械経費積算要領（昭和４９年３月１５日付け建

設省 機発第４４号）及び建設機械等賃料積算基準（平成８年３月１３日付け建設省

経機発第２６号）によるほか、適正と認められる実績又は資料により算定する。  
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2.3  間接費 

間接費とは、個々の除染作業に専属的に投入される費用ではなく、作業全体を通じて共通的

に必要とする費用で、たとえば、現場事務所の設置維持、安全管理及び安全対策に要する費用

等がこれに含まれる。間接費の構成は図２－２に示すように、共通仮設費と現場管理費からなる

が、直接積算できるものと直接に積算ができないために直接作業費の比率によって積算するもの

とがある。 

 
 
 

運搬費  

準備費 

 

共通仮設費 事業損失防止施設費 

        安全費 

 

役務費 

  間接費 技術管理費 

 

営繕費 

現場管理費 

図２－２ 間接作業費の構成 
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（１）共通仮設費 

共通仮設費は、①率計算による金額と②積上げ計算による金額とを加算して求める。表

１－２は共通仮設費の区分と積算内容を項目別に積上げ計算と率計算の内容に分けてま

とめたものである。 

表１－２ 共通仮設費の区分と積算

内容 
 

 

項目 ①率計算による内容 ②積上げ計算による内容 

運搬費 (1) 質量 20ｔ未満の建設機械の搬入、搬出及

び現場内小運搬 

(2) 器材等（型枠材、支保材、足場材、敷鉄

板等）の搬入、搬出及び 現場内小運搬 

(3) 建設機械の自走による運搬 

(4) 建設機械等の日々回送（分解・組立、輸

送）に要する費用 

(5) 質量 20ｔ以上の建設機械の現場内小運搬 

(6) 重建設機械の分解・組立及び輸送の中

で、トラッククレーン（油圧伸縮ジブ

型 20～50t 吊）、ラフテレーンクレーン

（油圧伸縮ジブ 型 20～70t 吊）の分

解・組立及び輸送に要す る費用 

(1) 質量 20ｔ以上の建設機械の貨物自動車等 

による運搬 

(2) 仮設材等（鋼矢板、Ｈ形鋼、覆工板等） 

の運搬。ただし、敷鉄板については敷鉄板 

設置撤去工で積上げた敷鉄板を対象とす 

る。 

(3) 重建設機械の分解、組立及び輸送に要す 

る費用{トラッククレーン（油圧伸縮ジブ 

型 20t～50t吊）、ラフテレーンクレーン（油

圧伸縮ジブ型 20t～70t吊）を除く} 

(4) 賃料適用のトラッククレーン（油圧伸縮 

ジブ型 80t吊以上）及びクローラクレーン

（油圧駆動式ウインチ・ラチスジブ型 35t 

吊以上）の分解組立時にかかる本体賃料及 

び運搬中の本体賃料 

(5) 車両等の洗浄に要する費用 
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準備費 
(1) 準備及び後片付けに要する費用 

①  着手時の準備費用 

②  施工期間中における準備、後片付け費

用、敷地内の簡易な支障物の仮移設に

要する費用 

③  完成時の後片付け費用 

(2) 調査・測量、丁張り等に要する費用 

①  作業着手前の基準測量等の費用 

②  平面、縦、横断面図の照査等の費用 

③  用地幅杭等の仮移設等の費用 

④  丁張りの設置等の費用 

(3) 準備作業に伴う，伐開，除根，除草によ

る現場内の集積・積込み及び整地，段切

り，すりつけ等に要する費用 

(1) 作業実施上必要な準備作業に要する費用

敷地内の簡易な支障物以外の仮移設に要

する費用 

（率計算内容以外のものに限る） 

(2) 仮置場等の伐開、除根等に伴い発生する

建設廃棄物等を作業現場外に搬出する運

搬及び処分に要する費用 

(3) 準備作業に伴い発生する交通誘導員の費 

用については、直接作業費に積上げ計上

する。 

(4) 森林除染における準備作業に伴う伐

開、除根、除草に該当しない竹や雑潅木

等の支障物の除去に伴う費用。 

事業損失

防 止施設

費 

－ (1) 作業実施に伴って発生する騒音、振動、 

地盤沈下、地下水の断絶等に起因する事業 

損失を未然に防止するための仮施設の設 

置費・撤去費及び当該仮施設の維持管理等 

に要する費用 

(2) 事業損失を未然に防止するために必要な調

査等に要する費用 
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安全費 (1) 作業地域内全般の安全管理上の監視、あ

るいは連絡等に要する費用 

(2) 不稼働日の保安要員等の費用 

(3) 標示板、標識、保安燈、防護柵、バリケ

ード、照明等の安全施設類の設置・撤

去、補修 に要する費用及び使用期間中の

損料 

(4) 夜間作業その他、照明が必要な作業を行

う 場合における照明に要する費用 

(5) 酸素欠乏症の予防に要する費用 

(6) 粉じん作業の予防に要する費用 （サージ

カルマスク等の簡易な防じん対策に要す

るもの） 

(7) 安全用品等の費用 

(8) 除染作業員の放射線管理を指揮監督する

者（放射線管理責任者）を総括安全衛生

管理者等が兼務する場合や安全委員会等

に要する費用 

(1) 鉄道、空港関係施設等に近接した作業現 

場における出入口等に配置する安全管理 

員等に要する費用 

(2) バリケード、転落防止柵、工事標識、照 

明等の現場環境改善に要する費用 

(3) 高圧作業の予防に要する費用 

(4) 河川及び海岸の作業区域に隣接して航路 

がある場合の安全標識、警戒船運転に要す 

る費用 

(5) 放射線障害の予防に要する次の費用 

・ 放射能防護服 

・ 防じんマスク 

・ 個人線量計 

・ 健康診断費（内部被ばく検査、電離

放 射線健康診断、一般健康診断追加

分） 

・ スクリーニングに要する費用 

(6) 除染作業員の放射線管理を指揮監督する者

（放射線管理責任者）を専任する場合に要

する費用 

(7) 除染等業務従事者等被ばく線量登録管理制

度に登録するための費用（ただし、諸経費

は含まない） 

(8) その他、現場条件等により積上げを要する

費用 
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役務費 － (1) 土地の借上げ等に要する費用 

(2) 電力、用水等の基本料 

(3) 電力設備用作業負担金 

技術管理費 (1）品質管理基準に記載されている項目に要

する費用 

(2）出来形管理のための測量、図面作成、写

真管理に要する費用 

(3）工程管理のための資料の作成等に要する

費用 

(4）完成図、マイクロフィルムの作成及び電

子納品等に要する費用 

(5）建設材料の品質記録保存に要する費用 

(6）コンクリート中の塩化物総量規制に伴う

試験に要する費用 

(7）コンクリートの単位水量測定、ひび割れ

調査、テストハンマーによる強度推定調

査に要する費用 

(8）塗装膜厚施工管理に要する費用 

(9）施工管理で使用するＯＡ機器の費用 

(10）品質証明に係る費用（品質証明費） 

(1) 特殊な品質管理に要する費用 

・土質等試験：品質管理基準に記載され

て いる項目以外の試験 

 放射性物質濃度測定試験 

 土壌分析調査試験 

・地質調査：平板載荷試験、ボーリン

グ、サウンディング、その他原位置試

験 

・除染等の処置に伴う放射線測定に要す

る費用 

(2) 現場条件等により積上げを要する費用 

・軟弱地盤における計器の設置・撤去及

び測定・とりまとめに要する費用 

・試験盛土等の作業に要する費用 

(3) 施工合理化（歩掛）調査、諸経費動向調

査に要する費用 

(4) 除染等の措置等の放射線量測定に要する

費用 

(5) ICT建設機械に要する以下の費用 

・システム初期費 

（１工事当たり使用機種毎に一式計上とす

る。施工箇所は点在する工事の場合は、

箇所毎に計上するのではなく、１工事当

たり使用機種毎に一式計上とする。） 

・３次元起工測量 

・３次元設計データの作成費用 

(6) その他前記(1)～(5)に含まれない項目で 

特に技術的判断に必要な資料の作成に

要する費用 
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営繕費 (1) 現場事務所、試験室等の営繕（設置・撤

去、維持・修繕）に要する費用 

(2) 労働者宿舎の営繕（設置・撤去、維持・

修繕）に要する費用 

(3) 倉庫及び材料保管場の営繕（設置・撤

去、維持・修繕）に要する費用 

(4) 労働者の輸送に要する費用（「被災地以

外からの労働者確保に要する追加費用に

対する当面の運用について」（平成 24 

年２月 29 日付け国土交通省技建発第６

号）に基づき計上したものを含む） 

(5) 上記(1)～(3)に係る土地・建物の借上げ

に要する費用 

(1) 監督員詰所及び火薬庫の営繕（設置・撤 

去、維持・補修）に要する費用 

監督職員詰所及び火薬庫等の設置は、作

業期間、作業場所、作業時期、作業規

模、監督体制等を考慮して必要な経費を

積上げるものとする。 

(2) 現場事務所、監督職員詰所等の美装化、 

シャワーの設置、トイレの水洗化等に要

する費用 

(3) その他、現場条件等により積上げを要す

る費用 

 
（２）現場管理費 

現場管理費の項目及び内容は次のとおりとする。 

(イ) 労務管理費 

除染作業者に係る次の費用とする。 

(あ) 募集及び解散に要する費用（赴任旅費及び解散手当を含む。） 

(い) 慰安、娯楽及び厚生に要する費用 

(う) 直接作業費及び共通仮設費に含まれない作業用具及び作業用被服の費用 

(え) 賃金以外の食事、通勤等に要する費用 

(お) 労災保険法等による給付以外に災害時に事業主が負担する費用 

(ロ) 安全訓練等に要する費用 

除染作業者の安全・衛生に要する費用及び研修訓練等に要する費用（放射線防

護に関するものも含む） 

(ハ) 租税公課 

固定資産税、自動車税、軽自動車税等の租税公課。ただし、機械経費の機械

器具 等損料に計上された租税公課は除く。 

(ニ) 保険料  

自動車保険（機械器具等損料に計上された保険料は除く。）、工事保険、組立保

険、法定外の労災保険、火災保険、その他の損害保険の保険料（賠償責任保険は

除く。） 

(ホ) 従業員給料手当 

現場従業員の給料、諸手当（危険手当、通勤手当、火薬手当等）及び賞与。 

ただし、本店及び支店で経理される派遣会社役員等の報酬及び運転者、作業指

揮者（世話役）等で純作業費に含まれる現場従業員の給料等は除く。 

(ヘ) 退職金  

現場従業員に係る退職金及び退職給与引当金繰入額 

(ト) 法定福利費 
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現場従業員及び現場労働者に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び

厚生年金保険料の法定の事業主負担額並びに建設業退職金共済制度に基づく事業

主負担額 

(チ) 福利厚生費  

現場従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等福利厚生、文化活動

等に要する費用 

(リ) 事務用品費 

事務用消耗品、新聞、参考図書等購入費  

(ヌ) 通信交通費 

通信費、交通費及び旅費 

(ル) 交際費 

現場への来客等の応対に要する費用  

(ヲ) 補償費 

作業の実施に伴って通常発生する物件等の毀損の補修費及び騒音、振動、濁水、

交通騒音等による事業損失に係る補償費 

ただし、臨時にして巨額なものは除く。  

(ワ) 外注経費 

作業を専門業者等に外注する場合に必要となる経費  

(カ) 工事登録等に要する費用 

 作業実績の登録等に要する費用 

(ヨ) 動力・用水熱費 

現場事務所、試験室、労働者宿舎、倉庫及び材料保管

庫で使用する電力、用水、ガス等の費用(基本料金含む) 

(タ) 雑費 

(イ)から(ヨ)までに属さない諸費 

 
（３）一般管理費 

① 一般管理費の項目及び内容は次のとおりとする。  

イ 役員報酬 

取締役及び監査役に対する報酬 

ロ 従業員給料手当 

本店及び支店の従業員に対する給料、諸手当及び賞与  

ハ 退職金 

退職給与引当金繰入額並びに退職給与引当金の対象とならない役員及び従業員に対

する退職金 

ニ 法定福利費 

本店及び支店の従業員に関する労災保険料、雇用保険料、健康保険料及び厚生年金保

険料の法定の事業主負担額 

ホ 福利厚生費 

本店及び支店の従業員に係る慰安娯楽、貸与被服、医療、慶弔見舞等、福利厚生等、

文化活動等に要する費用 

ヘ 修繕維持費 
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建物、機械、装置等の修繕維持費、倉庫物品の管理費等 

ト 事務用品費 

事務用消耗品費、固定資産に計上しない事務用備品費、新聞、参考図書等の購入費 

チ 通信交通費 

通信費、交通費及び旅費 

リ 動力、用水光熱費 

電力、水道、ガス、薪炭等の費用  

ヌ 調査研究費 

技術研究、開発等の費用  

ル 広告宣伝費 

広告、公告、宣伝に要する費用  

ヲ 交際費 

本店及び支店などへの来客等の応対に要する費用 

ワ 寄付金 

カ 地代家賃 

事務所、寮、社宅等の借地借家料 

ヨ 減価償却費 

建物、車両、機械装置、事務用備品等の減価償却額 

タ 試験研究費償却 

新製品又は新技術の研究のため特別に支出した費用の償却額 

レ 開発費償却 

新技術又は新経営組織の採用、資源の開発、市場の開拓のため特別に支出した費用の

償却額 

ソ 租税公課 

不動産取得税、固定資産税等の租税及び道路占用料、その他の公課 

ツ 保険料 

火災保険及びその他の損害保険料 

ネ 契約保証費 

契約の保証に必要な費用 

ナ 雑費 

電算等経費、社内打ち合せ等の費用、学会及び協会活動等諸団体会費等の費用 

 

② 付加利益 

イ 法人税、都道府県民税、市町村民税等 

ロ 株主配当金 

ハ 役員賞与（損金算入分を除く） 

ニ 内部留保金 

ホ 支払利息及び割引料、支払保証料その他の営業外費用 

 

2.4 消費税等相当額 
消費税等相当額は、消費税及び地方消費税相当分を積算するものとする。 
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※ 作業原価に係る各費目の積算に使用する材料等の価格等は、消費税等相当分を含まな

い ものとする。 

 

2.5 随意契約方式により発注する場合の間接工事費等の調整及びスライド条項の運用につい

て  

随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等

の調整及びスライド条項の運用ついては、下記の国土交通省土木工事積算基準に基づき

取り扱うこと。  

（１）随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理

費等の調整について 

 

１ 随意契約方式により工事を発注する場合の調整等について 

随意契約方式により工事を発注する場合は、次のとおりとする。 

（１）調整対象となる工事 

1) 現工事の施工業者と随意契約方式にて発注する工事とする。 

2) 繰越、国債工事の取扱い 

現工事が繰越又は国債で調整対象となる場合は全体工事を対象として調整する。 

（２）追加工事の積算月は、当該追加工事の入札書(見積書)提出期限日の年月とし、

現工事の落札率(合意率) を考慮するものとする。 

（３）調整対象となる現工事の設計金額は当該追加工事が発注される時点のものと

し、その後現工事の設計金額に設計変更が生じた場合でも調整対象現工事の設計

金額の変更は行わない額で調整するものとする。 

 

（４）前記（１）に該当する工事のうち、次に示す異種の工事の取扱いは下記のとお

りとする。 

    1)異種の工事とは次表のＡ～Ｉに区分される工事種別の異なる工事をいう。 

工事種別 工事請負有資格業者名簿による種別 

Ａ 

一般土木工事、法面処理工事、グラウト工事、河川しゅんせ

つ工事、杭打工事、アスファルト舗装工事、セメント・コン

クリート舗装工事 

Ｂ 鋼橋上部工事、機械設備工事 

Ｃ プレストレスト・コンクリート工事 

Ｄ 電気設備工事、通信設備工事、受変電設備工事 

Ｅ 建築工事、木造建築工事、プレハブ工事 

Ｆ 維持修繕工事、塗装工事、橋梁補修工事 

Ｇ 造園工事 

Ｈ さく井工事 

Ｉ 暖冷房衛生設備工事 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)積算体系が同一(一般管理費等率の算出区分が同じもの)の異種の工事は次に

より調整する。 

(イ)共通仮設費・現場管理費については調整しない。 

(ロ)一般管理費等については調整する。 

3）積算体系が異なる（一般管理費等率の算出区分が異なる）異種の工事は調整

しない。 
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2 総価契約単価合意方式における調整計算の方法 

総価契約単価合意方式の対象工事の場合、「総価契約単価合意方式実施要領」

及び「総価契約単価合意方式実施要領の解説」に基づき行うものとする。 

なお、「総価契約単価合意方式実施要領の解説」により算出した当該追加工

事の共通仮設費(調整計算額)と、当該追加工事単独で積算された所要額とを比

較し、安価な方を採用する。 

 
3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法 

（１）共通仮設費の調整計算の方法 

１) 積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

２) 率計算部分 

現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と追加工事の共通

仮設費対象額の合計額に対するその主たる工種の共通仮設費率を適用す

る。 

３) 調整計算の方法(率計算部分) 

現工事と当該追加工事の共通仮設費対象額を合算したもので率を算出

し、各々の共通仮設費を求め、現工事の共通仮設費を控除したものの範囲

内とする。 

(イ) 調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ= ( Ｄ×γ1 ) ― Ｂ×γ2 

Ａ:当該追加工事の共通仮設費(調整計算額) 

Ｂ:現工事の共通仮設費対象額 

Ｄ:合算工事の共通仮設費対象額 

γ1 :Ｄに相当する主たる工種の共通仮設費率 

γ2 :Ｂに相当する現工事の工種の共通仮設費率 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追

加工事に関する共通仮設費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を

採用する。 

(ロ) 施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は、次の

とおりとする。なお、除雪工事で現場事務所、労働者宿舎、倉庫を貸与

する場合の共通仮設費の調整計算も同様である。 

Ａ = (Ｄ×β1)－Ｂ×β2 

        Ａ:当該追加工事の共通仮設費(調整計算額) 

        Ｂ:現工事の対象額 

Ｃ:当該追加工事の対象額  
Ｄ:合算工事の対象額 

βl = β ①・S r ①:Ｄに相当する主たる工種の補正後の共通仮設費率

(％) 
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なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第 3 位を四捨五入して 2

位止めとする。 

 β①:Ｄに相当する主たる工種の補正前の共通仮設費率 

            ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合は B と C の加重平

均による補正係数とする。 

 

 

Ｓｒ ① =  
Ｂ＋Ｃ 

Ｓｒ① : (Ｂ＋Ｃ)に相当する主たる工種の補正係数 

Ｓｒ② : Ｂに相当する現工事の工種の補正係数 

Ｓｒ③ : Ｃに相当する当該追加工事の工種の補正係数 

なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第 3位を四捨五入して 2

位止めとする。 

β2=β②・Ｓｒ②:Ｂに相当する現工事の工種の補正後の共通仮設費率(％) 

なお、補正後の共通仮設費率の値は小数点以下第 3位を四捨五入して 2

位止めとする。 

β②:Ｂに相当する現工事の工種の補正前の共通仮設費率 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、追

加工事に関する共通仮設費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方を採

用する。 

 

４)現場環境改善費 

(イ)積上げ計算部分 

実態に合わせ調整する。 

(ロ)調整計算の方法(率計算部分) 

i) 現工事及び追加工事とも現場環境改善費の対象工事の場合 

Ａ=Ｄ×γ１－Ｂ×γ2 

Ａ:当該追加工事の現場環境改善費(調整計算額) 

Ｂ:現工事の現場環境改善費対象額 

Ｄ:合算工事の現場環境改善費対象額 

γ1:Ｄに相当する現場環境改善費率 

γ2:Ｂに相当する現工事の現場環境改善費率 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、

追加工事に関する現場環境改善費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方

を採用する。 

ii) 追加工事のみが現場環境改善費の対象工事の場合 

追加工事の単独計算 

 

Ｂ×Ｓｒ②＋Ｃ×Ｓｒ③ 
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（２）現場管理費の調整計算の方法 

１)率計算部分 

   現工事と当該追加工事で工種が異なる場合は、現工事と追加工事の共

通仮設費対象額の合計額に対するその主たる工種の共通仮設費率を適用

する。 

２)調整計算の方法(率計算部分) 

現工事と当該追加工事の純工事費を合算したもので率を算出し、各々

の現場管理費を求め、現工事の現場管理費を控除したものの範囲内とす

る。 

(イ) 調整の一般式は次のとおりとする。 

Ａ=(Ｄ×β1 )－Ｂ×β2 

Ａ:当該追加工事の現場管理費(調整計算額) 
Ｂ:現工事の純工事費  
Ｄ:合算工事の対象額 

β1:Ｄに相当する「主たる工種」の現場管理費率 

β2:Ｂに相当する現工事の工種の現場管理費率 

  ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額とみな

し、当該追加工事に関する現場管理費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な

方を採用する。 

(ロ)補正率が適用されている場合の一般式は次のとおりとする。 

ⅰ）現工事に補正があり、追加工事に補正がない場合 

Ａ=(Ｄ×β1＋Ｂ×γ1)－Ｂ×(β2＋γ1) 

γ1 :現工事の現場管理費補正率 

ⅱ）現工事に補正がなく、追加工事に補正がある場合 

Ａ=(Ｄ×β1＋Ｃ×γ2)－Ｂ×β2  

Ｃ:当該追加工事の調整後の純工事費 

γ2:当該追加工事の現場管理費補正率 

 

ⅲ）現工事及び当該追加工事に補正がある場合 

Ａ= {Ｄ×(β1＋γ3 ) }－Ｂ×(β2＋γ1 )  

γ3:Ｄに相当する現場管理費補正率 

Ｂ、Ｃに対するγ1、γ2 が各々異なる場合は純工事費によ

る加重平均補正率をγ3とする。 

ただし、前記計算の場合にあって、Ａが負数になる場合は零額と

みなし、当該追加工事に関する現場管理費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な

方を採用する。 
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(ハ)施工地域を考慮した補正係数が適用されている場合の一般式は次のと

おりとする。 

Ａ=(Ｄ×β1＋Ｃ×δ1)－Ｂ×β2 

Ａ:当該追加工事の現場管理費(調整計算額) 

Ｂ:現工事の純工事費 

Ｃ:当該追加工事の調整後の純工事費 

Ｄ:合算工事の対象額 

β1=β①・Ｓr①:Ｄに相当する主たる工種の補正後の現場管理費率(％) 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第 3位を四捨五入し

て 2位止めとする。 

β①:Ｄに相当する主たる工種の補正前の現場管理費率 

ただし、現工事と追加工事の補正係数が異なる場合はＢとＣの加

重平均による補正係数とする。 

Ｓｒ①＝ 
Ｂ＋Ｃ 

Ｓｒ①:(Ｂ＋Ｃ)に相当する主たる工種の補正係数 

Ｓｒ②:Ｂに相当する現工事の工種の補正係数 

Ｓｒ③:Ｃに相当する当該追加工事の工種の補正係数 

なお、加重平均した補正係数値は小数点以下第 3位を四捨五入し

て 2位止めとする。 

β2=β②・Ｓｒ②:Ｂに相当する現工事の工種の補正後の現場管理費率

(％) 

なお、補正後の現場管理費率の値は小数点以下第 3位を四捨五

入して 2位止めとする。 

β②:Ｂに相当する現工事の工種の補正前の現場管理費率 

δ1:当該追加工事の現場管理費補正率（補正率が無い場合は０％とす

る。) 

ただし、前記計算の場合にあってＡが負数になる場合は零額とみなし、

追加工事に関する現場管理費は計上しない。 

また、Ａと当該追加工事単独で積算された所要額とを比較し、安価な方

を採用する。 

 

（３）一般管理費等の調整計算の方法 

1 )調整計算の方法 

現工事と当該追加工事の工事原価を合算したもので率を算出し、各々の

一般管理費を求め、現工事の一般管理費等を控除したものの範囲内とす

る。 

Ａ=(Ｄ×α1×δ1)－Ｂ×α2×δ2＋Ｃ×β 

Ａ:当該追加工事の一般管理費等(調整計算額) 

Ｂ:現工事の工事原価(中止期間中の現場維持等の費用を含む) 

Ｃ:当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｂ×Ｓｒ②＋Ｃ×Ｓｒ③ 
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Ｄ:合算工事の工事原価 

α1:Ｄに相当する一般管理費等率 

α2:Ｂに相当する現工事の一般管理費等率 

β:当該追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1:前払金支出割合による補正係数 

現工事と当該追加工事の前払金支出割合が異なる場合は、ＢとＣ

の加重平均による前払金支出割合から求めた補正係数 

δ2:現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第 3位

を四捨五入して 2位止めとする。 

 

4 設計変更について 

随意契約方式により契約した追加工事において設計変更を行う場合には、当

該随意契約の当初積算で用いた共通仮設費、現場管理費の算出方法を使用す

る。(調整計算額と単独計算額の比較は行わない。) 

なお、総価契約単価合意方式の場合においても「総価契約単価合意方式実施

要領の解説」に基づき算出するとともに、同様に取り扱うものとする。  
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（２）旧基準で積算した工事に改正基準で積算した工事を追加する場合等の共通仮設

費、現場管理費及び一般管理費等の調整について(総価契約単価合意方式により工事

を発注する場合を除く。) 

1 共通仮設費の調整計算の一般式 

Ａ=(Ｄ×γ1)－Ｂ×γ2 

Ａ:当該追加工事の共通仮設費 

Ｂ:現工事の共通仮設費対象額 

Ｄ:合算工事の共通仮設費対象額 

γ1:Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による共通仮設費率 

γ2:Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による共通仮設費率 

なお、共通仮設費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事においては、

「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一般管理

費等の調整について 3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の方法」に

準拠して計算するものとする。 

2 現場管理費の調整計算の一般式 

Ａ=(Ｄ×β1)－Ｂ×β2 

Ａ:当該追加工事の現場管理費 

Ｂ:現工事の純工事費 

Ｄ:合算工事の純工事費 

β1:Ｄに相当する「主たる工種」の改正基準による現場管理費率 

β2:Ｂに相当する現工事の工種の改正基準による現場管理費率 

なお、現場管理費率の補正率もしくは補正係数が適用されている工事において

は、「①随意契約方式により工事を発注する場合の共通仮設費、現場管理費及び一

般管理費等の調整について 3 総価契約単価合意方式以外の場合における調整計算の

方法」に準拠して計算するものとする。 

3 一般管理費等の調整計算の-般式 

Ａ=(Ｄ×α1×δl)－Ｂ×α2 ×δ2＋Ｃ×β 

Ａ:当該追加工事の一般管理費等 

Ｂ:現工事の工事原価(中止期間中の現場維持等の費用を含む) 

Ｃ:当該追加工事の調整後の工事原価 

Ｄ:合算工事の工事原価 

α1:Ｄに相当する改正基準による一般管理費等率  

α2:Ｂに相当する改正基準による一般管理費等率 

β:追加工事の契約保証に係る一般管理費等の補正値 

δ1:当該追加工事の前払金支出割合による補正係数 

δ2:現工事の前払金支出割合による補正係数 

一般管理費等率に当該補正係数を乗じて得た率は、小数点以下第 3 位を四捨五

入して 2位止めとする。 
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（３）工事請負契約約款第 26条(スライド条項)の減額となる場合の運用について 

１ 適用対象工事 

（１）物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が、1,000 分の 30以上

変化していると予想されること。 

なお、諸経費率の改正のみによる変動は、スライド変更の根拠とはならない。

(諸経費率の改正のみによる変動とは、例えば、直接工事費が増額しているにも関わ

らす物価変動後の発注者の積算を基に計算した請負代金額が 1,000 分の 30以上減額

となる場合等であり、この場合は減額スライドの対象としない。) 

（２）物価変動後の積算額が請負代金額以下となっていること。 

（３）適用対象工事の確認時期は、12月経過時点、その時点で対象外の場合は、次

の 4月及び 10月等、労務単価もしくは機械損料改訂時を確認時期とする。 

（４）残工事の工期がスライド基準日から 2月以上あること。 

２ スライド額の算定 

（１）受注者と協議するためのスライド額は、次の式により算定する。 

Ｓ=[P2－P1＋(P1×15/ 1,000)〕（ただし、P１> P2） 

Ｓ:スライド額 

P1:請負代金から出来形部分に相応する請負代金を控除した額 

P2:変動後(基準日)の賃金又は物価を基礎として算出した P1に相当する額 

(P=α×Z、α:単価合意比率又は請負比率、Z :積算額) 

（２）賃金又は物価の変動による請負代金額を変更する場合のスライド算定額は、労務

単価、材料単価、機械器具損料並びにこれらに伴う共通仮設費、現場管理費及び一

般管理費等の変更について行われるものであり、歩掛の変更については考慮するも

のではない。 

また、諸経費率の改正のみによる変動は、スライド変更の根拠とはならない。（諸

経費率の改正のみによる変動とは、例えば、直接工事費が増額しているにも関わらず

スライド額が 1,000分の 15以上減額となる場合等であり、この場合は減額スライド

の対象としない。) 

（３）適用対象工事に該当し、交渉の結果 1,000分の 15以上のスライド額となる場

合は、1,000 分の 15 を超える額をスライド額とする。 

 

３ 残工事量の算定 

(１)基準日における残工事量を算定するために行う出来形数量の確認は、数量総括表

に対応して出来高確認を行うものとする。 

(２)基準日までに変更契約を行っていないが先行指示されている設計量についても、

基準日以降の残工事量についてはスライドの対象とする。 

(３)現場搬入材料については、認定したものは出来形数量として取り扱う。また、下

記の材量等についても出来形数量として取り扱うことができるものとする。 

１)工場製作品については、工場での確認又はミルシート等で在庫確保が証明できる

材料は出来形数量として取り扱う。 

２)基準日以前に配置済の現地据付型の建設機械及び仮設材料等(架設用クレーン、仮

設鋼材など)も出来形の対象とできる。 

３)契約書にて工事材料契約の完了が確認でき、近隣のストックヤード等で在庫確認

が可能な材料は出来形数量として取り扱う。 

（４）数量総括表で一式明示した仮設工についても出来形数量の対象とできる。 

（５）出来形数量の計上方法については、発注者側に換算数量がない場合は、受注者

側の当該工種に対する構成比率により出来形数量を算出してもよい。 
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４ 物価指数等 

発注者としては、積算に使用する単価を用いた変動率を物価指数とすることを基本

とする。なお、受注者の協議資料等に基づき双方で合意した場合は別途の物価指数を

用いることができる。 

 

５ 変更契約の時期 

スライドの契約変更は、原則として、その必要が生じた都度遅滞なく行うものとす

るが、精算変更時点でも行うことができる。 

 

６ スライド額の説明 

スライド額の協議時においては、発注者は積算に用いた各種単価の変動資料や工事

費構成書などを活用して、変更内容の説明を行うものとする。 
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（４）工事請負契約約款第 26条第 5項(単品スライド条項)の運用について 

1 主要な工事材料 

単品スライド条項に規定する「主要な工事材料」とは、当該工事に主に使用され

る鋼材類、燃料油又はその他工事材料をいう。 

2 適用対象工事 

（１）単品スライド条項は、主要な工事材料の品目ごとに次式により算定した当該工

事に係る各変動額が請負代金額の 100 分の 1 に相当する金額を超えるものについ

て適用することができる。 

 

 

 

 

={ｐ１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ２×Ｄ２×ｋ２＋･･･＋ｐｍ×Ｄｍ×ｋｍ}×消費税率 

={ｐ’１×Ｄ１×ｋ１＋ｐ’２×Ｄ２×ｋ２＋･･･＋ｐ’ｍ×Ｄｍ×ｋｍ}×消費税率 

        :価格変動前の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 

        :価格変動後の鋼材類、燃料油又はその他工事材料の金額 

ｐ:設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価 

ｐ’: 4 .の規定に基づき算定した価格変動後における鋼材類、燃料油又はその

他工事材料の単価  

Ｄ: 5 .の規定 に基づき鋼材類、燃料油又はその他工事材料の数量 

ｋ:単価合意比率又は請負比率。なお、総価契約単価合意方式実施要領(「総価

契約単価合意方式の実施について」(平成 28 年 3 月 14 日付け国地契第 79

号、国官技第 360 号、国北予第 33 号。令和 3 年 3 月 30 日最終改正。) ) 

における単価個別合意方式による場合は、主要な工事材料についての同要

領７.に規定する細別(レベル４)の比率(変更前の官積算単価に対する合意

単価の比率をいう。以下同様。)、包括的単価個別合意方式による場合は、

同要領９.に規定する主要な工事材料を用いた細別 (レベル４)の比率とす

る。 

消費税率:１＋消費税及び地方消費税の税率/ 100 

（２）請負代金の部分払をした工事における（１）に規定する「請負代金額」は、当

該工事の請負代金額から当該部分払の対象となった出来形部分又は工事現場に搬

入済みの工事材料若しくは製造工場等にある工場製品(以下「出来形部分等」とい

う。) に相応する請負代金相当額を控除した額とする。 

ただし、請負代金の部分払のための既済部分検査に合格した旨の工事請負契約書

第 38 条第 3 項に規定する通知の書面において、７.の規定により、発注者又は受

注者の求めに応じ、当該部分払の対象となった出来形部分等を単品スライド条項

の適用対象とすることができる旨を記載した場合にあっては、請負代金額から当

該部分払の対象となった出来形部分等に相応する請負代金相当額を控除しない額

とする。 
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3 スライド額の算定 

（１）請負代金の変更額(以下「スライド額」という。)の算定は、２.（１）の規

定により単品スライド条項の適用対象となった主要な工事材料に該当する各工

事材料(以下「対象材料」という。)の単価等に基づき、次式により行う。 

 

 

 

 

                     

    Ｐ：２．に規定する請負代金額 

 

 （２）受注者が対象材料を実際に購入した際の代金額を対象材料の品目ごとに合

計した金額(消費税等相当額を含む。以下「実際の購入金額」という。)を算定

し、これら実際の購入金額が（１）の M   M  又は M  を下回る場合にあっ

ては、（１）の規定にかかわらず、（１）の M  に代えて受注者の鋼材類の実

際の購入金額を、M  に代えて受注者の燃料油の実際の購入金額を、M  に代

えて受注者のその他工事材料の実際の購入金額を用いて、（１）の算式により

スライド額を算定する。 

 

 （３）実際の購入金額が（１）の M  、M  又は M  を上回る場合にあって

は、受注者が対象材料について、６.（１）に規定する書類に加え、実際の購入

金額が適当な購入金額であることを証明する書類を示し、実際の購入金額が適

当な購入金額であると認められる場合に限り、（１）の規定にかかわらず、

（１）の M   に代えて受注者の鋼材類の実際の購入金額を、M  に代えて受

注者の燃料油の実際の購入金額を、 M  に代えて受注者のその他工事材料の

実際の購入金額を用いて、（１）の算式によりスライド額を算定する。 

 

（４）（２）及び（３）の「実際の購入金額」は、次に定めるとおりとする。 

① ６.の規定により確認される燃料油の受注者が証明する実際の購入数量が

５.に規定する対象数量以下である場合は、実際の購入金額とし、燃料油以外

の対象材料の受注者が証明する実際の購入数量が５.に規定する対象数量以下

である場合は、契約書第 26条第 5項の適用対象外とする。 

② ６.の規定により確認される対象材料の実際の購入数量が５.に規定する対

象数量を上回る場合は、対象材料ごとに、当該対象数量を実際に購入した数量

で除し、これに実際の購入金額を乗じて得た金額。 

③ 燃料油について、６.（５）の規定により、主たる用途以外の用途に用いた

数量を５.に規定する対象数量とすることとした場合は、主たる用途以外の用

途に用いた数量に、４.（１）②ロの平均価格を乗じて得た金額。 

 

変更 
鋼  

変更  
鋼 

変更 
油  

変更 
材料  

変更 
油  

変更 
油 

変更 
鋼  

変更 
材料  

変更 
材料 

変更  
鋼 変更 

油 
変更 
材料  
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（５）スライド額の算定は、対象材料に係る価格の変動分について行うもので

あり、材料費の変動に連動して共通仮設費、現場管理費及び一般管理費等の

変更を行うものではない。 

4 価格変動後における単価の算定方法 

（１）スライド額の算定に用いる価格変動後の対象材料の単価(p')は、次に定

めるとおりとする。 

①鋼材類及びその他工事材料 

対象材料を現場に搬入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ

搬入した場合にあっては、各搬入月の実勢価格を搬入月ごとの搬入数量で

加重平均した価格)とする。ただし、減額変更する場合においては、施工

計画書に定められている計画工程表等の発注者が有する情報に基づき判断

した搬入月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入した場合にあっ

ては、各搬入月の実勢価格を平均した価格)とする。 

②燃料油 

イ 対象材料を購入した月の実勢価格(対象材料を複数の月に購入した場合

にあっては、各購入月の実勢価格を購入月ごとの購入数量で加重平均した

価格)とする。 

ロ 対象材料のうち、６.（５）の規定により、受注者が提出した主たる用

途に用いた数量の証明書類に基づいて当該証明に係る数量以外の数量につ

いても 5 .の対象数量とすることとした場合、又は減額変更する場合で発

注者が有する情報では購入月ごとの購入数量が判断できない場合にあって

は、イの規定にかかわらず、工期の始期が属する月の翌月から工期末が属

する月の前々月までの各月における実勢価格の平均価格とする。 

（２） （１）①及び②イに規定する対象材料の搬入又は購入(以下「搬入

等」という。)の月及び数量は、工事請負契約書第 13条第 2項による工事

材料の検査又は確認の際に把握された月及び数量とし、当該検査又は確認

の際に搬入等の月及び数量が把握されていない対象材料があるときは、別

途の方法で把握した搬入等の月及び数量とする。 

5 対象数量の算出方法 

（１）スライド額の算定の対象とする数量（Ｄ）(以下「対象数量」という。)

は、対象材料ごとに、次に掲げる数量とする。 

①設計図書に記載された数量があるときは、当該数量。 

②数量総括表に一式で計上されている仮設工等にあっては、発注者の設計数

量。 

③設計図書又は数量総括表に明記されていない燃料油については、発注者の

積算において使用材料一覧として集計された数量。 

④その運搬に燃料油を用いる各種資材であって、燃料油の価格が著しく変動

し、請負代金額が不適当となるもの（運搬費用が設計図書に明示されないも

のに限る。）にあっては、当該運搬に要する燃料油の数量で客観的に確認で

きるもの。 

（２）請負代金の部分払をした工事にあっては、7 .の規定により単品スライド

条項の適用対象とすることができる旨を記載した場合を除き、（１）に規定

する数量から、部分払の対象となった出来形部分等に係る数量を控除する。 
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6 搬入等の時期、購入先及び購入価格に関する受注者への確認又は受注者との協議 

（１）受注者が単品スライド条項の適用を請求したとき又は発注者が減額変更を

請求した場合で発注者が算定したスライド額に対し受注者が異議を申し立て

たときは、発注者は受注者に対し、受注者が対象材料を実際に購入した際の

数量、単価及び購入先並びに当該対象材料の搬入等の月を証明する書類の提

出を求めるものとする。 

（２）増額変更を行う場合で、受注者が(１)の求めに応じず、必要な証明書類を

提出しないため、対象材料について(１)に規定する事項を確認できない場合

には、当該対象材料は、単品スライド条項の適用対象とはしないものとす

る。 

（３）減額変更を行う場合で、受注者が（１）の求めに応じず、必要な証明書類

を提出しないため、対象材料について（１）に規定する事項を確認できない

場合には、発注者が算定したスライド額を請負代金額の変更額とする。 

（４）（１）の規定にかかわらず、鋼材類については、当該対象材料を実際に購

入した際の単価及び購入先を証明する書類を受注者が提出し難い事情がある

と認められる場合においては、当該対象材料の搬入等の月及び数量を証明す

る書類の提出を求めるものとする。この場合、実際に購入した際の単価は搬

入等した月の実勢価格(対象材料を複数の月に現場へ搬入等した場合にあって

は、各搬入等の月の実勢価格を搬入等の月ごとの搬入等数量で加重平均した

価格)を用いてスライド額を算定することができる。 

（５）（１）の規定にかかわらず、燃料油については、当該対象材料を実際に購

入した際の数量、単価、購入先及び購入時期の全てを証明する書類を受注者

が提出し難い事情があると認める場合においては、受注者が主たる用途に用

いた数量を証明する書類の提出を求めるものとする。この場合、受注者が証

明書類を提出しないことがやむを得ないと認める範囲で、受注者が証明した

数量以外の数量についても５.の対象数量とすることができる。 

 

7 部分払時の取扱い 

工事請負契約書第 38条第 3項に基づき、請負代金の部分払のための既済部

分検査に合格した旨の通知を行うに当たり、対象材料の価格変動に伴って、

当該工事の請負代金額が不適当となるおそれがあると認めるときは、発注者

又は受注者の求めに応じ、当該通知を行う書面に、発注者又は受注者は部分

払の対象となった出来形部分等についても単品スライド条項の協議の対象と

することができる旨を記載するものとする。 

 

8 部分引渡し 

工事請負契約書第 39条の規定に基づく部分引渡しを終えた工事について

は、当該部分引渡しに係る工事部分については、単品スライド条項を適用する

ことができない。 
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 9 請負代金額の変更手続 

（１）単品スライド条項に基づく請負代金額の変更の請求は、当該請求の際に残工

期(部分引渡しに係る工事部分の残工期を含む。)が２月以上ある場合に限り、

これを行うことができることとする。 

（２）（１）に規定する請求が受注者からあったとき又は発注者が請求を行ったと

きは、工事請負契約書第 26条第 8 項の規定に基づき、発注者は受注者の意見

を聴いた上で、同項に規定する「協議開始の日」を原則「工期末から 45日前の

日」と定め、これを（１）の請求があった日又は請求を行った日から 7日以内

に受注者に通知するものとする。 

（３）この通知に基づく請負代金額の契約変更は、工期の末に行うものとする。た

だし、維持工事で年度ごとに完済部分検査を行うものについては、各年度末に

行うものとする。この場合において、（１）中「残工期」とあるのは「当該年

度末までの工期」と、（２）中「工期末」とあるのは「当該年度末」と読み替

えるものとする。 

10 全体スライドを行う場合の特則 

工事請負契約書第 26条第 1項から第 4項までの規定(以下「全体スライド条項」

という。)を適用して請負代金額を変更した契約については、２.（１）中「請負代

金額」とあるのは「全体スライド条項の適用により変更した後の請負代金額」と、

「設計時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価」とあるのは「設計

時点における鋼材類、燃料油又はその他工事材料の単価(工事請負契約書第 26条第

3項の基準の日以降については、当該基準の日における単価)」とし、３.（１）中

「請負代金額」とあるのは「請負代金額から工事請負契約書第 26条第 3項の変動

後残工事代金額を控除した額(同項の基準の日以降については、０とする。)」とす

る。 
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2.6 工事積算における熱中症対策について 

「工事積算における熱中症対策について」は、下記の国土交通省土木工事積算基準に基づ

き取り扱うこと。 

国 官 技 第 3 5 号  

令和元年 5月 22日 

各地方整備局 企画部長          

北海道開発局 事業振興部長 

                     

大臣官房技術調査課長 

 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行について 

 
近年の夏季における猛暑日などの気候状況を考慮し、工事現場の熱中症対策に係る経

費に関して、下記のとおり現場管理費の補正を試行することとしたので通知する。 

 

記 

１． 用語の定義 

（１）真夏日 

日最高気温が 30度以上の日をいう。 

      ただし、夜間工事の場合は作業時間帯の最高気温が 30度以上の場合とする。 

 

（２）工期 

工事の始期から工事の終期までの期間で、準備期間、施工に必要な実日数、不稼働

日、後片付け期間の合計をいう。 

なお、年末年始 6 日間、夏季休暇 3 日間、工場製作のみを実施している期間、工

事全体を一時中止している期間は含まない。 

 

（３）真夏日率 

以下の式により算出された率をいう。 

真夏日率＝工期期間中の真夏日÷工期 

 

２． 対象工事等 

（１）対象工事 

主たる工種が屋外作業である工事を対象とする。 

ただし、工場製作工を含む工事は当該期間を工期から除くものとする。 

（２）対象地域 

全ての地域を対象とする。 

 

 

あて 
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国技建管第１号 

令和元年 5月 22日 

 

各地方整備局 技術調整管理官          

北海道開発局 技術管理企画官 

          大臣官房技術調査課建設システム管理企

画室長 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行についての運用について 

 
工事現場の熱中症対策に係る現場管理費の補正について、「熱中症対策に資する現

場管理費の補正の試行について」（令和元年 5月 22日付け国官技第 35号）が通知され

たところである。 

この運用にあたっての考え方について、別紙のとおり通知する。 

 

 

あて 
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（２）計測結果の報告  

施工計画書に基づき、計測結果の資料を提出させるものとする。 

２．積算方法等 

受注者より提出された計測結果の資料を基に、「熱中症対策に資する現場管理費の

補正の試行について」(令和元年 5月 22日付け国官技第 35号)に基づき、真夏日率を

算出し現場管理費率に加算するものとする。 

なお、積雪寒冷地域で施工時期が冬期となる場合の補正」及び「緊急工事の場合」

と重複する場合においても最高２％とする。 

 

３．既契約工事における変更  

（１）気温の計測期間  

別紙   

熱中症対策に資する現場管理費の補正にあたっての考え方 

1 .気温の計測方法等 

（１）計測方法 

工事着手前に受注者より提出される施工計画書に、工事期問中における気温の計測方法及び計測結果

の報告方法を記載させる。 

施工現場から最寄りの気象庁の地上気象観測所の気温又は環境省が公表している観測地点の暑さ指

数（WBGT）を用いることを標準とする。 

なお、WBGTを用いる場合は、WBGTが 25 ℃以上となる日を真夏日と見なす。 

運動に関する指針 

気温 

(参考) 

暑さ指数 

(WBGT) 熱中症予防運動指針 

35℃以

上 
31℃以上 

運動は原則中

止 

特別の場合以外は運動を中止する。 

特に子どもの場合には中止すべき。 

31～35 ℃ 

 

28～31 ℃ 

 

厳重警戒 

（激しい運動は

中止） 

熱中症の危険性が高いので、激しい運動や持久走等、

体温が上昇しやすい運動は避ける。 

10～20分おきに休憩をとり水分・塩分の補給を行

う。 

暑さに弱い人※は運動を軽減又は中止 

28～31 ℃ 

 

25～28 ℃ 

 

警戒 

（積極的に休

憩） 

熱中症の危険が増すので、積極的に休憩をとり適宣、

水分・塩分を補給する。 

激しい運動では、30分おきくらいに休憩をとる。 

24～28 ℃ 

 

21～25 ℃ 

 

注意 

(積極的に水分補

給) 

熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。 

熱中症の兆候に注意するとともに、運動の合間に積極

的に水分・塩分を補給する。 

24℃未満 

 

21 ℃未満 

 

ほぼ安全 

(適宜水分補給) 

通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分・塩分の補

給は必要である。 

市民マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生する

ので注意。 

※暑さに弱い人:体力の低い人、肥満の人や暑さに慣れていない人など 

(公財)日本スポーツ協会「スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック」(2019)より 

ただし、これにより難い場合は、施工現場を代表する 1地点で気象庁の気温計測方法に準拠した方法

により得られた計測結果を用いることも可とする。なお、計測に要する費用は受注者の負担とするもの

とする。 



36 
 

本通知日以降に受発注者協議により「基準日」を定め、当該基準日から工期末

までの期間のうち、真夏日にあたる日数を計測するものとする。 

なお、計測方法等については、１．に準じること。 

 

（２）積算方法等 

    既契約工事における真夏日率の算出方法は、以下の式によるものとする。 

   

 

その他の積算方法は、「熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行につい

て」 (令和元年 5 月 22 日付け国官技第 35 号)の３.積算方法等によるものとす

る。 

 
４．対象工事である旨等の明示 

熱中症対策に資する現場管理費の補正の試行工事の対象とし、日最高気温の状況に

応じた現場管理費の補正を行う対象工事である旨等を入札説明書、特記仕様書等に明

示するものとする。 

 

５．施工箇所点在型への適用 

施工箇所点在型工事については、点在する箇所毎に補正を行うことができるものとす

る 。 

 

６. その他 

上記の取扱いについて、地域の実情等により、対応が困難な場合については、これ

らによらないことができる。 

 

 

 

  

真夏日率 ＝ 基準日から工期末までの真夏日 ÷ 工期
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2.7 現場環境改善費の積算 

１．対象 

 工事に伴い実施する現場環境改善（仮設備関係，営繕関係，安全関係）及び地域連携に関す

るものを対象とする。 

２．適用の範囲 

 周辺住民の生活環境への配慮及び一般住民への建設事業の広報活動、現場労働者の作業環境

の改善を行うために実施するもので、原則、すべての屋外工事を対象とする。ただし、実施が

困難なもの及び効果が期待出来ないものについては、対象外とすることが出来る。 

３．積算方法 

（１）現場環境改善費の積算 

積算は以下の方法により行うものとする。ただし、標準的な現場環境改善を行う場合は

率計上とし、特別な内容を実施する場合は積上げ計上とする。 

イ．積算方法は以下のとおりとし、現場環境改善費に計上するものとする。 

Ｋ＝ｉ・（n/5）・Pi＋α 

ただし Ｋ：現場環境改善費（単位：円，1000円未満切り捨て） 

ｉ：現場環境改善費率（単位：％，小数第３位四捨五入２位止め） 

ｎ：現場環境改善で実施する内容の数（項目数，最大５） 

Pi：対象額（直接工事費（処分費等を除く共通仮設費対象分）＋支給品費（共

通仮設費対象分）＋無償貸付機械等評価額） 

なお、対象額が５億円を超える場合は５億円とする。 

α：積上げ計上分（単位 円，1000円未満切り捨て） 

 

対象額 ：Pi 現場環境改善費率：ｉ(％) 

市街地 左記以外 

直接工事費（処分費等を除く） 

 ＋ 

支給品費 

 ＋ 

無償貸付機械等評価額 

５億円 

以下の場合 

 

ｉ＝56.6・Pｉ－0.174 ｉ＝39.9・Pｉ-0.201 

５億円を 

超える場合 

 

ｉ＝1.73 ｉ＝0.71 

 

ロ．率に計上されるものは、別表－１の内容のうち原則として各計上費目（現場環境改善

のうち仮設備関係、営繕関係、安全関係及び地域連携）につき１内容（いずれか１費目

のみ２内容）までの最大５つの内容を計上することができる。 

 なお、地域の状況・工事内容により組み合わせ、実施費目数及び実施内容を適切に選

択すること。 

ハ．積上げ計上分（α）に計上するものは、（２）の「熱中症対策・防寒対策に関する費

用」及び「費用が巨額となるため現場環境改善費率分で行うことが適当でないと判断さ

れるものの費用」とする。 

ニ．なお、経費率は現場環境改善費の各費目を１本化した全体での率である。 

ホ．現場環境改善に関する費用の対象額は５億円を限度とする。 

へ．近接工事の条件に該当する追加工事を発注する場合で、現場環境改善の費用を計上す

る場合は、現工事の項目数（ｎ）と同じとすること。 
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（２）熱中症対策・防寒対策に関する費用について 

 主に現場の施設や設備に対する熱中症対策・防寒対策に関する費用については、率分の

計上ではなく、対策の妥当性を確認の上、積み上げ計上を行うものとする。なお、積み上

げ計上をする場合は、現場管理費に計上される作業員個人の費用と重複がないことを確認

し、率分で計上される額の 50％を上限とする。 

（３）設計変更について 

 率に計上されるものについては、必要に応じて実施する内容の数を変更できるものとす

る。さらに、対象金額（Pi）の変動に伴う現場環境改善費率ｉは変更される。また、積上

げ計上分（α）については、内容に変更が生じた場合は設計変更の対象とする。 

［別表－１］ 

計上費目 実施する内容（率計上分） 

現場環境改善 

（仮設備関係） 

１.用水・電力等の供給設備，２.緑化・花壇 

３.ライトアップ施設，４.見学路及び椅子の設置 

５.昇降設備の充実，６.環境負荷の低減 

現場環境改善 

（営繕関係） 

 

１.現場事務所の快適化（女性用更衣室の設置を含む） 

２.労働宿舎の快適化 

３.デザインボックス（交通誘導警備員待機室） 

４.現場休憩所の快適化 

５.健康関連設備及び厚生施設の充実等 

現場環境改善 

（安全関係） 

 

１.工事標識・照明等安全施設のイメージアップ（電光式標識等） 

２.盗難防止対策（警報器等） 

３.避暑（熱中症予防）・防寒対策 

地域連携 

 

１.完成予想図，２.工法説明図，３.工事工程表 

４.デザイン工事看板（各工事 PR看板含む） 

５.見学会等の開催（イベント等の実施含む） 

６.見学所（ｲﾝﾌｫﾒｰｼｮﾝｾﾝﾀｰ）の設置及び管理運営 

７.パンフレット・工法説明ビデオ 

８.地域対策費（地域行事等の経費を含む），９.社会貢献 

 

 

2.8 賠償責任保険 

除去土壌の掘起し、積込み、荷下し等の除染作業に伴う対象財物に対して破損した場合など

の賠償責任に係る費用を担保するもの。 

①保険の種別  請負業者賠償責任保険 

②被保険者   受注者及び全ての作業員 

③保険期間 契約履行期間の初日から末日まで（ただし、履行期間を延長する場合に保険

期間の延長手続をしなければならない） 

④付保対象   本業務に伴い生じた事故により、第三者に与えた損害について、被保険者が法

律上の賠償責任を負担することによって被る損害 

⑤てん補限度額 被害者１名当たり１億円以上、１事故あたり１億円以上（対人対物共通） 

⑥免責金額   １万円 

⑦付帯特約   被保険者が使用又は占有する財物（直接作業を加えている財物を含む。）の損

壊に起因する損害賠償を補償に関する特約 
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以上 未満

1 0千円 1,000千円 36,500円

2 1,000千円 2,000千円 45,300円

3 2,000千円 3,000千円 54,000円

4 3,000千円 4,000千円 62,800円

5 4,000千円 5,000千円 71,600円

6 5,000千円 6,000千円 80,300円

7 6,000千円 7,000千円 89,100円

8 7,000千円 8,000千円 97,900円

9 8,000千円 9,000千円 106,600円

10 9,000千円 10,000千円 115,400円

11 10,000千円 20,000千円 203,000円

12 20,000千円 30,000千円 290,600円

13 30,000千円 40,000千円 387,500円

14 40,000千円 50,000千円 484,400円

15 50,000千円 60,000千円 572,200円

16 60,000千円 70,000千円 660,000円

17 70,000千円 80,000千円 747,900円

18 80,000千円 90,000千円 835,700円

19 90,000千円 100,000千円 923,500円

20 100,000千円 150,000千円 1,317,000円

21 150,000千円 200,000千円 1,711,000円

22 200,000千円 250,000千円 2,026,000円

23 250,000千円 300,000千円 2,340,000円

24 300,000千円 350,000千円 2,583,000円

25 350,000千円 400,000千円 2,825,000円

26 400,000千円 450,000千円 3,067,000円

27 450,000千円 500,000千円 3,309,000円

28 500,000千円 550,000千円 3,479,000円

29 550,000千円 600,000千円 3,648,000円

30 600,000千円 650,000千円 3,818,000円

31 650,000千円 700,000千円 3,988,000円

32 700,000千円 750,000千円 4,157,000円

33 750,000千円 800,000千円 4,327,000円

34 800,000千円 850,000千円 4,497,000円

35 850,000千円 900,000千円 4,666,000円

36 900,000千円 950,000千円 4,836,000円

37 950,000千円 1,000,000千円 5,006,000円

※　発注予定額が10億円以上の場合は、発注者において適切に設定すること

賠償責任保険料一覧表

適用保険料（税抜き）No
設計額（税込、保険料抜）
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2.9 週休２日制工事 

週休２日制工事の積算については、福島県土木部通知によるものとする。 
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第２章 暫定歩掛 
 
 

共通事項 

○ 労務費については、実稼働時間は ８ 時間とする。 

○ 労務費の単位の「人」は、「人日」とする。 

○ 高所作業のうち、高所作業車が入る場所は、原則、高所作業車を使用とし、それ以外

は、足場を組立てるものとする。 

○ 土砂等から大型土のう袋の必要袋数を計上するに当っては、次の係数を乗ずる。 

  住宅除染 １．２０袋/m3 

  公共施設 １．０３袋/m3 

 

留意事項 

○ 各歩掛の施工単位（例:100m2当り,1000m2当り）については、調査した実施規模を示

すものではない。 

○ 一般的な標準歩掛については、施工実態調査を１００現場程度実施し、調査から歩掛

の改正、制定まで通常３年程度が必要であり、本暫定歩掛がこれを満足することでは

ない参考基準であることを留意すること。 

○ 各歩掛は、除染作業を実施している除染現場の実施調査をもとに作成しているが、そ

の結果は、各種作業条件が同一と考えられる場合、多くはバラツキを持ったデータ分

布となるが、暫定歩掛は標準と考えらる作業が行われた場合の所要量として、その平

均値（下図参照）をもって設定されている。よって、実際の除染作業において労務等

が暫定歩掛に比べて差があったり、使用機械の機種、規格が異なったりすることは十

分に起こり得ることを留意すること。 
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1 住宅地等 
1.1 屋根、屋上 

1.1.1 屋根(コンクリート以外)  
1.1.1.1 高圧水洗浄 

① 住宅屋根を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 仮設等については、住宅敷地条件により下記の作業方法を単独又は組合せで別途計

上することができる。 
②-1 高 所 作 業 車：原則として作業床高 12m 又は 22m を選定する。 
②-2 足     場：原則として枠組足場を選定するが、凹凸や不陸などにより、

枠組足場が困難な場合は単管足場も選定することができる。 
②-3 養生シート張り：隣接地への飛散防止が必要な場合に選定する。 

※１ 運転 1 日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上

する。 
※３ 散水車は、作業現場の水タンクへ補給する。 
※４ 汚泥吸排車は、洗浄した排水を回収する。ただし、排水を回収しない場合は汚泥吸排水

車運転を計上しない。 
※５ 諸雑費は、水タンク・養生板等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

を上限として計上する。 
※６ 水の数量に関してはこれを基本とし、これに拠りがたい場合、数量を変更しても良い。 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 9.4  
普通作業員  人 23.2  
軽作業員  人 3.5  
●機械経費     

高圧洗浄機 出力 11kw、吐出圧 15MPa 
吐出量 30L/min 運転日 3.5 ※1 

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20ｋVA 日 3.5 運転単価-2 
トラック損料 積載質量 2t 積 供用日 4.0 ※2 
散水車運転 タンク容量 3800L ｈ 8.0 運転単価-6,※3 
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t ｈ 11.2 運転単価-7,※4 
●材料費     
水  ｍ3 12.9  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.1.1.2 高所作業車運転工（部位：屋根，工種：高圧水洗浄） 

① 住宅屋根を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場

条件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 
 

1.1.1.3 高所作業車運転工（部位：屋根，工種：拭き取り） 

① 住宅屋根を拭き取りする場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場条

件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 
 

 

 
 

1.1.1.4 高所作業車運転工（部位：屋根，工種：ブラシ洗浄） 

① 住宅屋根をブラシ洗浄する場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場条

件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 
 

 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 3.5 運転単価-4 又は 5 

計     

130m2 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 0.3 運転単価-4 又は 5 
計     

130m2 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 0.6 運転単価-4 又は 5 
計     
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1.2 樋 

1.2.1 軒樋 

1.2.1.1 堆積物の除去 

① 仮設等については、住宅敷地条件により下記の作業方法を単独又は組合せで別途計

上することができる。 
 

①-1 高 所 作 業 車：原則として作業床高 12m 又は 22m を選定する。 
①-2 足     場：原則として枠組足場を選定するが、凹凸や不陸などにより、

枠組足場が困難な場合は単管足場も選択することができる。

また、住宅における除染対象物が１階の樋のみの場合は、

脚立足場の選択を原則とする。 
①-3 養生シート張り：隣接地への飛散防止が必要な場合に選定する。 

 
※１ 諸雑費は、バケツ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上限とし

て計上する。 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 0.4  
普通作業員  人 0.8  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.2.1.2 拭取り 

① 仮設等については、住宅敷地条件により下記の作業方法を単独又は組合せで別途

計上することができる。 
①-1 高 所 作 業 車：原則として作業床高 12m 又は 22m を選定する。 
①-2 足     場：原則として枠組足場を選定するが、凹凸や不陸などにより、

枠組足場が困難な場合は単管足場も選定することができる。

また、住宅における除染対象物が１階の樋のみの場合は、

脚立足場の選択を原則とする。 

①-3 養生シート張り：隣接地への飛散防止が必要な場合に選定する。 
※１ 諸雑費は、水、布タオル等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

上限として計上する。 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 1.2  
普通作業員  人 3.7  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 2 労務費の 2％ 

計     
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1.2.1.3 高圧水洗浄 

① 住宅の樋を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 仮設等については、住宅敷地条件により下記の作業方法を単独又は組合せで別途

計上することができる。 
②-1 高 所 作 業 車：原則として作業床高 12m 又は 22m を選定する。 
②-2 足     場：原則として枠組足場を選定するが、凹凸や不陸などにより、

枠組足場が困難な場合は単管足場も選定することができる。 
②-3 養生シート張り：隣接地への飛散防止が必要な場合に選定する。 

 
※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上

する。 
※３ 散水車は、作業現場の水タンクへ補給する。 
※４ 汚泥吸排車は、洗浄した排水を回収する。ただし、排水を回収しない場合は汚泥吸排水

車運転を計上しない。 
※５ 諸雑費は、水タンク・養生板等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

を上限として計上する。 
※６ 水の数量に関してはこれを基本とし、これに拠りがたい場合、数量を変更しても良い。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 0.6  
普通作業員  人 1.5  
軽作業員  人 0.5  
●機械経費     

高圧洗浄機 出力 1.5kw、吐出圧 5MPa 
吐出量 10.8L/min 運転日 0.5 ※1 

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 13ｋVA 日 0.5 運転単価-1 
トラック損料 積載質量 2t 積 供用日 0.6 ※2 
散水車運転 タンク容量 3800L ｈ 0.8 運転単価-6,※3 
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t ｈ 2.4 運転単価-7,※4 
●材料費     
水  ｍ3 0.8  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.2.1.4 高所作業車運転工（部位：樋，工種：高圧水洗浄） 

① 住宅の樋を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場

条件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 

1.2.1.5 高所作業車運転工（部位：樋，工種：拭き取り） 

① 住宅樋を拭き取りする場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場

条件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 
 

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 0.5 運転単価-4 又は 5 

計     

130m 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 0.2 運転単価-4 又は 5 
計     
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1.3 壁 

1.3.1 壁  

1.3.1.1 高圧水洗浄 

① 住宅の壁を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 仮設等については、住宅敷地条件により下記の作業方法を単独又は組合せで別途

計上することができる。 
②-1 高 所 作 業 車：原則として作業床高 12m 又は 22m を選定する。 
②-2 足     場：原則として枠組足場を選定するが、凹凸や不陸などにより、

枠組足場が困難な場合は単管足場も選定することができる。 
②-3 養生シート張り：隣接地への飛散防止が必要な場合に選定する。 

 
※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上する 
※３ 散水車は、作業現場の水タンクへ補給する。 
※４ 汚泥吸排車は、洗浄した排水を回収する。ただし、排水を回収しない場合は汚泥吸排水車運

転を計上しない。 
※５ 諸雑費は、水タンク・養生板等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上

限として計上する。 
※６ 水の数量に関してはこれを基本とし、これに拠りがたい場合、数量を変更しても良い。 

 
 

 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.2  
普通作業員  人 5.4  
軽作業員  人 1.7  
●機械経費     

高圧洗浄機 出力 11kw、吐出圧 15MPa 
吐出量 30L/min 運転日 1.7 ※1 

発動発電機運転 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20ｋVA 日 1.7 運転単価-2 
トラック損料 積載質量 2t 積 供用日 1.9 ※2 
散水車運転 タンク容量 3800L ｈ 3.2 運転単価-6,※3 
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t ｈ 6.4 運転単価-7,※4 
●材料費     
水  ｍ3 14.0  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.3.1.2 高所作業車運転工（部位：壁，工種：高圧水洗浄） 

① 住宅の壁を高圧水洗浄する場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場

条件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 

 
1.3.1.3 高所作業車運転工（部位：壁，工種：拭き取り） 

① 住宅の壁を拭き取りする場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場条

件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 
 

 
1.3.1.4 高所作業車運転工（部位：壁，工種：ブラシ洗浄） 

① 住宅の壁をブラシ洗浄する場合に適用する。 
② 高所作業車の規格については、敷地と住宅の広さや形状、進入路の幅などの現場条

件を勘案のうえ次から選定する。 
②-1 作業床高 12m 
②-2 作業床高 22m 

 
 
 
 

 

 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 1.2 運転単価-4 又は 5 

計     

1,300m2 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 2.6 運転単価-4 又は 5 
計     

1,300m2 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

高所作業車運転 作業床高 12m 又は 22m 日 4.2 運転単価-4 又は 5 
計     
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1.4 庭 

1.4.1 未舗装面 

1.4.1.1 堆積物の除去 

① 除草前で、庭に手入れをしていなく、落ち葉やゴミ等が散乱している箇所に適用す

る。 
② 機械併用人力による堆積物除去に適用する。 
③ 土のう袋への袋詰めに適用する。 

※１ 準備費に計上する。 
※２ 積込み、運搬は別途計上する。 
※３ 諸雑費は、熊手・手箕・バケツ等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金

額を上限として計上する。 

 
 
 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 7.2  
普通作業員  人 22.2  
●機械経費     
バックホウ 0.13ｍ3 日 1.0 運転単価-8 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.2 除草（高密度） 

① 草刈機及び人力による除草、集草に適用する。 
② 土のう袋への袋詰めに適用する。 
③ 主に、空家など庭に手入れが行き届いていない所に適用する。 

※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ 積込み、運搬は別途計上する。 
※３  諸雑費は、熊手・手箕・のこぎり等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ

た金額を上限として計上する。 
※４ 現場内にてチップ化をおこなう場合は、大型土のう袋は計上しない。 

 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 6.2  
特殊作業員  人 3.9 草刈機作業など 
普通作業員  人 14.5  
●機械経費     
草刈機損料 肩掛け式、カッター255mm 運転日 3.9 ※1 
混合油  Ｌ 20.8 0.76L/h×7h×3.9 日 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.3 除草（低密度） 
① 草刈機及び人力による除草、集草に適用する。 
② 土のう袋への袋詰めに適用する。 
③ 主に、居住者がおり、庭に手入れが行き届いている所に適用する。 

※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ 積込み、運搬は別途計上する。 
※３ 諸雑費は、ほうき・手箕・のこぎり等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じ

た金額を上限として計上する。 
※４ 現場内にてチップ化をおこなう場合は、大型土のう袋は計上しない。 

 
 
 
 
 
 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.1  
特殊作業員  人 2.8 草刈機作業など 
普通作業員  人 4.0  
●機械経費     
草刈機損料 肩掛け式、カッター255mm 運転日 2.8 ※1 
混合油  Ｌ 14.9 0.76L/h×7h×2.8 日 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.4 砂利、砕石、玉砂利の除去_機械併用 

① 機械併用による人力砂利、砕石、玉砂利の除去（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用

する。 
② 土のう袋への袋詰め 
③ バックホウなどの重機が使用できるケースに適用する。 

※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・一輪車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

を上限として計上する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 4.3  
普通作業員  人 7.6  
●機械経費     
バックホウ 0.13ｍ3 日 3.7 運転単価-8 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.5 砂利、砕石、玉砂利の除去_人力 

① 人力による砂利、砕石、玉砂利の除去（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② 土のう袋への袋詰めに適用する。 
③ バックホウなどの重機の搬入が不可のケースに適用する。 

※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・一輪車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

を上限として計上する。 
 

 

  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 9.6  
普通作業員  人 33.5  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.6 砂利、砕石、玉砂利の被覆_機械併用 
① 機械併用による被覆（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 

② バックホウなどの重機が使用できるケースに適用する。 
※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・熊手・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 
 

 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 3.4  
普通作業員  人 6.6  
●機械経費     
バックホウ 0.13ｍ3 日 2.7 運転単価-8 
振動ローラー ハンドガイド式 日 1.3 運転単価-11 
転圧機 
(振動コンパクタ)  日 0.3 運転単価-12 

●材料費     
砂利、砕石  ｍ3  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.7 砂利、砕石、玉砂利の被覆_人力 

① 人力による被覆（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② バックホウなどの重機の搬入が不可のケースに適用する。 

 
※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・熊手・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 

 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 11.4  
普通作業員  人 24.3  
●機械経費     
振動ローラー ハンドガイド式 日 0.3 運転単価-11 
転圧機 
(振動コンパクタ)  日 6.9 運転単価-12 

●材料費     
砂利、砕石  ｍ3  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.8 表土の削り取り_機械併用 
① 機械併用による表土削り取り（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② 土のう袋への袋詰めに適用する。 
③ バックホウなどの重機が使用できるケースに適用する。 

※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・一輪車・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 
 

 

 
 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 4.5  
普通作業員  人 7.3  
●機械経費     
バックホウ 0.13ｍ3 日 5.0 運転単価-8 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.9 表土の削り取り_人力 

① 人力表土削り取り（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② 土のう袋への袋詰めに適用する。 
③ バックホウなどの重機の搬入が不可のケースに適用する。 

 

※１ 諸雑費は、スコップ・ジョレン・一輪車等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 9.5  
普通作業員  人 31.4  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.10 土地表面の被覆_機械併用 
① 機械併用による被覆（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② バックホウなどの重機が使用できるケースに適用する。 

 
※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・一輪車・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 
 

  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 4.0  
普通作業員  人 9.0  
●機械経費     
バックホウ 0.13ｍ3 日 3.2 運転単価-8 
振動ローラー ハンドガイド式 日 0.1 運転単価-11 
転圧機 
(振動コンパクタ)  日 0.4 運転単価-12 

●材料費     
購入土  ｍ3  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 2 労務費の 2％ 

計     
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1.4.1.11 土地表面の被覆_人力 

① 人力による被覆（厚さ 3～5cm 程度まで）に適用する。 
② バックホウなどの重機の搬入が不可のケースに適用する。 
③ 転圧をする場合、別途計上する。 

※１ 積込み、運搬は別途計上する。 
※２ 諸雑費は、スコップ・一輪車・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を

乗じた金額を上限として計上する。 
 

 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 10.4  
普通作業員  人 35.4  
●材料費     
購入土  ｍ3  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.1.12 庭木の剪定 
① 中・低木に適用する。 

※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ 積込み、運搬は別途計上する。 
※３ 諸雑費は、てみ・熊手・ほうき等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金

額を上限として計上する。 
※４ チェーンソーによる小分けを含む。 
※５ 現場内にてチップ化をおこなう場合は、大型土のう袋は計上しない。 
※６ トリマーによる刈りこみも含む。 

 
 

  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 20.9  
特殊作業員  人 5.0  
普通作業員  人 51.0  
●機械経費     
チェーンソー  運転日 5.0 ※1※6 
混合油  Ｌ 15.8 0.45L/h×7h×5.0 日 
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.2 舗装面 

1.4.2.1 堆積物の除去 

① 舗装面の堆積物及び砂等の除去に適用する。 
② 吸引型高圧洗浄において、堆積物及び砂等により作業に支障が生じる場合に限り

前処理として使用することができる。 

※１ 諸雑費は、スコップ、ほうき等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を上

限として計上する。 

 
 

 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 1.2  
普通作業員  人 4.0  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.2.2 ブラシ洗浄 
① 舗装面のブラシ洗浄に適用する。 

※１ 諸雑費は、デッキブラシ、バケツ、一輪車等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗

じた金額を上限として計上する。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.0  
普通作業員  人 7.0  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.2.3 高圧水洗浄 
① 舗装面の高圧水洗浄に適用する。 

 

 
※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上

する。 
※３ 散水車は、作業現場の水タンクへ補給する。 
※４ 汚泥吸排車は、洗浄した排水を回収する。ただし、排水を回収しない場合は汚泥吸排水

車運転を計上しない。 
※５ 諸雑費は、水タンク・養生板等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

上限として計上する。 
※６ 水の数量に関してはこれを基本とし、これに拠りがたい場合、数量を変更しても良い。 

 

1,000m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 8.8  
普通作業員  人 22.7  
軽作業員  人 5.8  
●機械経費     

高圧洗浄機 出力 11kw、吐出圧 15MPa 
吐出量 30L/min 運転日 5.8 ※１ 

発動発電機運転 出力 20KVA 日 5.8 運転単価-2 
トラック損料 積載質量 2t 積 供用日 6.6 ※2 
散水車運転 タンク容量 3800L ｈ 17.6 運転単価-6、※3 
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t ｈ 17.6 運転単価-7、※4 
●材料費     
水  ｍ3 17.7  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.3 側溝 

1.4.3.1 側溝等の堆積物の除去 
① 側溝等の堆積物の除去に適用する。 

※１ 諸雑費は、スコップ、ほうき等の費用であり労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

上限として計上する。 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 0.7  
普通作業員  人 2.1  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.3.2 高圧水洗浄 
① 側溝等を高圧水洗浄する場合に適用する。 

 

 
※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上

する。 
※３ 散水車で作業現場の水タンクへ補給する。 
※４ 汚泥吸排車で洗浄した排水を回収する。ただし、排水を回収しない場合は汚泥吸排水車

運転を計上しない。 
※５ 諸雑費は、水タンク・養生板等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額

を上限として計上する。 
※６ 水の数量に関してはこれを基本とし、これに拠りがたい場合、数量を変更しても良い。 

 
 

 

100m 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 0.2  
普通作業員  人 0.3  
軽作業員  人 0.2  
●機械経費     

高圧洗浄機 出力 11kw、吐出圧 15MPa 
吐出量 30L/min 運転日 0.2 ※1 

発動発電機 出力 20KVA 日 0.2 運転単価-2 
トラック損料 積載質量 2t 積 供用日 0.3 ※2 
散水車運転 タンク容量 3800L ｈ 0.8 運転単価-6、※3 
汚泥吸排車運転 3.1～3.5t ｈ 1.6 運転単価-7、※4 
●材料費     
水  ｍ3 0.7  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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1.4.4 樹木剪定 

1.4.4.1 樹木剪定（１本立） 
    

①１本立の植樹剪定の集積・積込運搬に適用する。 
 
 
 

1 本当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
道路植栽工 剪定 本 1.00 市場単価 TA531   

計     
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1.5 足場工 
○主な適用条件等 

 足場工については、原則、高所作業車での実施が困難な箇所に適用する。 
 各足場工の適用条件は下表を参考とする。 

 
主な適用条件 脚立足場 枠組足場 単管足場 

地
盤 

作業床の高さが地面より２ｍ未満の

場合 
○ ○ ○ 

作業床の高さが地面より２ｍ以上あ

る場合 
× ○ ○ 

地面の不陸が著しい場合 × × ○ 

地面が傾斜している場合 × × ○ 

建
物 

対象物の側面（壁面）に１ｍ程度の

凹凸がある場合 
× △ ○ 

評
価 

施工費用 低 中 高 

施工性 高 中 低 

主な除染工種例 

１階部分の雨

樋（竪樋も含

む） 

・側面凹凸少 

・地盤不陸少 

・地盤傾斜無 

建物除染全般 

・側面凹凸少 

・地盤不陸少 

・地盤傾斜無 

建物除染全般 

・地盤の状態

は問わない。 

 
○：適用可能 △：現場条件により適用可能 ×：適用不可 
 

留意事項 
○ 適用条件等については、現地条件や労働安全衛生規則等により適切な工法を選択す

ること。 
○ 足場工については、原則受注者がその仮設方法を決定できる任意扱いとなり、積算

と一致しなくても構わない。（発注者が指定した場合は除く）ただし、受注者が作

成した仮設計画等により足場工の種類が設計と異なる場合、その足場の妥当性を検

証し必要に応じて変更するものとする。 
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1.5.1 足場工（単管足場） 

① 住宅屋根・樋・壁等を除染し不陸や凹凸がある場合に適用する。 
② １戸当りの足場賃料の数量は、設置から撤去までの供用日数とする。 

賃料数量（掛 m2）＝供用日数※ 
※ 参考：１戸当たり標準供用日数 1～5 日 

 
 

単管本足場 仮設資材                         100 掛 m2 当り 
名称 摘 要 単位 数量 備 考 

丸パイプ φ48.6 m 560   
クランプ 自在直交親子 個 359   
ジョイント   個 72   
固定ベース 

 
個 14   

壁つなぎ L=600 程度 個 4  
合板足場板 合板 240×4,000×5mm 枚 34   
つま先板（幅木）   

 
枚      28   

 
 
 
 

  

条件：（設置・撤去・足場賃料）１戸、高さ 10m 未満の場合          10 掛 m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
単管本足場 仮設資材 賃料  掛 m2  賃料数量：供用日数×10 
修理費  ％ 5.0 ｢賃料｣の 5% 
とび工  人 1.0  
端数処理  式 1 10 円未満切捨て 

計     
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1.5.2 足場工（枠組足場） 

① 住宅屋根・樋・壁等を除染する場合で、地盤に不陸や傾斜が少なく、且つ設置形

状において直線部分が多く凹凸が少ない条件に適用する。 
② １戸当りの足場賃料の数量は、設置から撤去までの供用日数とする。 

賃料数量（掛 m2）＝供用日数※ 
※ 参考：１戸当たり標準供用日数 1～5 日 
 
 
 

  SW018 参照 
 
 
 

 
名     称 摘         要 単位 数量 備         考 
建              枠 600×1,700mm 脚 38   
板   付   布   枠 500×1,800mm 枚 32   
筋      か      い   本 32   
先行手すり枠 

 
枚 36   

つま先板（幅木） 1,829mm 枚 68  
上      さ      ん 枠組足場用 本 36   
合 板 足 場 板   合板 240×4,000×

25mm 
枚 5   

ジャッキベース ストローク  250 本 12   
壁   つ   な   ぎ   個 3   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

条件：（設置・撤去・足場賃料）２階建て以下、枠組階段足場含む 
                                                                        100 掛 m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 

枠組み足場 仮設資材 賃料  100 掛

m2  賃料数量：供用日数 

修理費  ％ 5.0 ｢賃料｣の 5% 
とび工  人 4.0  
端数処理  式 1 10 円未満切捨て 

計     
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1.5.3 足場工（脚立足場） 

① 住宅１階部分の樋（竪樋含む）のみを除染する場合に適用する。ただし、作業床

の高さが地上より２ｍ未満であること。 
② 壁や屋根除染を行う場合は、適用しない。 
③ 足場賃料の数量は、設置から撤去までの供用日数とする。 
④ 積算数量は樋延長（竪樋を除く）とする。 

 
SW042 参照 

 
    

        
 

脚立足場 仮設資材                          100ｍ当り 
名 称 摘  要 単位 数量 備 考 

鋼製脚立 
 

脚 25   
合板足場板 合板 240×4,000×25mm 枚 25   
     

 

 
  

条件：（設置・撤去・足場賃料）１階部分の樋・竪樋               100ｍ当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
脚立足場 仮設資材 賃料  100ｍ  賃料数量：供用日数 
修理費  ％ 5.0 仮設材資材賃料の 5% 
普通作業員  人 2.5  
端数処理  式 1 10 円未満切捨て 
計     
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1.5.4 養生シート張り 

① 隣接宅地へ洗浄水などの飛散防止用の養生シート張りに適用する。 
② 脚立足場には適用できない。 
③ 1 戸当りのシート賃料数量は、設置から撤去までの供用日数とする。 

（供用日数は、1.5.1 及び 1.5.2 の②を参照とする。） 
 

 

 

 

1.5.5 足場・養生シート張り賃料の基本料 

  ① 足場・養生シートの仮設材基本料は、業務発注ごとに１回計上する。 

 

  基本料＝（仮設材数量×基本料単価）＋ 修理費(基本料の 5%計上) 

 

（仮設材数量算出例） 

班数：100戸×5日/戸÷100日/1契約＝5班 

    数量：5班×300掛 m2(1 戸当りの想定最大数量)＝1520 掛 m2 

 

 

条件：：（設置・撤去・足場賃料）１戸                   10 掛 m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
養生シート張り 仮設資材 賃料 掛 m2  賃料数量：供用日数×10 
修理費  ％ 5.0 ｢賃料｣の 5% 
とび工  人 0.22  
端数処理  式 1 10 円未満切捨て 
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1.6 機械運転単価表 
運転単価-1 発動発電機（13ｋVA）運転単価表 

 

運転単価-2 発動発電機（20ｋVA）運転単価表 

 
運転単価-3  ポンプ（可搬自吸式）運転単価表 

 
運転単価-4 高所作業車（作業床高 12ｍ）運転単価表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

軽油  Ｌ 20.3 2.9L/h×7h/日 
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 13ｋVA 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

軽油  Ｌ 22.4 3.2L/h×7h/日 
発動発電機 ﾃﾞｨｰｾﾞﾙｴﾝｼﾞﾝ駆動 20ｋVA 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

ガソリン  Ｌ 3.5 0.5L/h×7h/日 
ポンプ 可搬自吸式 40mm 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 19.8 3.8L/h×5.2h/日 
高所作業車 作業床高 12m×荷重 200kg hr 5.2 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     
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運転単価-5 高所作業車（作業床高 22ｍ）運転単価表 
 

運転単価-6  散水車運転単価表 
 

運転単価-7  汚泥吸排車運転単価表 

 
運転単価-8  バックホウ運転単価表 
 

 
 
 
 
 
 
 

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 22.9 4.4L/h×5.2h/日 
高所作業車 作業床高 22m×荷重 200kg hr 5.2 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1h 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 0.19 1/T=1/5.2 
軽油  Ｌ 4.7  
散水車 3800L ｈ 1.0 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1h 当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 0.15 1/T=1/6.8 
軽油  Ｌ 7.2  
汚泥吸排車 3.1～3.5t ｈ 1.0 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 24.6 4.4L/h×5.6h/日 
バックホウ クローラ型、山積 0.13m3 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     
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運転単価-9 ダンプトラック運転単価表 

 
運転単価-10 チップ化シュレッダー運転単価表 

 

運転単価-11 振動ローラー運転単価表 

 
運転単価-12 転圧機運転単価表 

 

1ｈ当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 0.17  
軽油  Ｌ 4.40  
ダンプトラック損料 ディーゼル式 2t 積 ｈ 1.00 時間換算損料 
タイヤ損耗費  ｈ 1.00 路面条件：普通 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊作業員  人 1.0  
軽油  Ｌ 30.1 4.3L/h×7h/日 
チップ化シュレッダー 出力 20.6ｋｗ 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊作業員  人 1.0  
軽油  Ｌ 4.9 1.0L/h×4.9h/日 
振動ローラー  hr 4.9 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

特殊作業員  人 1.0  
ガソリン  Ｌ 6.3 0.9L/h×7h/日 
転圧機 振動コンパクタ 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     
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運転単価-13 クローラダンプ運転単価表 
 

運転単価-14 トラック運転単価表 
 
 

 

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 6.7 0.95L/h×7h/日 
クローラダンプ損料 積載質量 1t 積 運転日 1.0 運転日換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 23.0 4.9L/h×4.7h/日 
トラック損料 積載質量 2t 積 hr 4.7 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     

1 日当り 
名称 規格 単位 数量 摘要 

一般運転手  人 1.0  
軽油  Ｌ 23.0 4.9L/h×4.7h/日 
トラック損料 積載質量 2t 積 hr 4.7 運転時間換算損料 
雑品  式 1 5～14 円 

計     
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    発動発電機                  高所作業車 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 散水車  汚泥吸排車 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

トラック      バックホウ 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
ダンプトラック                高圧洗浄機 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

チップ化シュレッダー             振動ローラー 
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転圧機（振動コンパクタ）             吸引型高圧洗浄機 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

吸引型高圧洗浄機車載機器             
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2 公共施設等 
2.1 学校 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）２学校」を参照 

 

2.2 公園 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）３公園（小）」を参照 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）４公園（大）」を参照 

 

2.3 大型施設 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）５大型施設」を参照 

 

3 道路 
「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）６道路」を参照 

 

4 農地 
4.1 田・畑 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）８農地」を参照 

 

4.2 草地 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）９草地、芝地」を参照 

 

4.3 果樹 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１０果樹園」を参照 

 

5 森林 
「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１１森林」を参照 

 

6 仮置場 
6.1 仮置場整備 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１３仮置場等」を参照 

6.2 仮置場原状回復 

「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１４仮置場等の工作物及び

保管物の撤去並びに原状回復」を参照 
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7 排水処理 
「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１５排水処理」を参照 
7.1 排水処理 

7.1.1 排水処理 
 

① 吸引型高圧洗浄機の回収水を処理するに当って適用する。ただし、これ以外の安

価な処理方法を実施する場合は、この限りではない。 
② 発生汚泥の詰め込み、運搬は別途計上。 

※１ 運転１日当り換算損料を計上する。 
※２ トラックは、水タンク、洗浄用ドラム缶等を積載し、供用 1 日当り損料を計上する。 
※３ 諸雑費は、水タンク、サクションホース、洗浄用ドラム缶等の費用であり、労務費の合

計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
※４ 凝集剤の数量に関しては、使用する凝集剤の材料性能及び仕様から決定する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

◆作業の概要 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10m3 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 0.8  
普通作業員  人 1.9  
●機械経費     

トラック損料 
積載質量２ｔ積み 
クレーン機能付き 

供用日 0.5 ※2 

ポンプ 可搬自吸式 40mm 日 0.8 運転単価-3※１ 
●材料費     
無機系凝集剤又は 
高分子凝集剤  ｋｇ  ※４ 

●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     

  
  

  
  

廃 

液 

原 

水           
  

凝
集
剤
添
加 

凝
集
・
沈
殿 

上
澄
み
水
排
水 
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8 運搬 
「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）１６除去土壌等の運搬」を参照 
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9 減容化 
「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準（環境省）17 減容化」を参照 

9.1 草木等の破砕 
9.1.1 チップ処理 

① 大型チップ処理機を設置する作業ヤードが確保できなく、やむを得ず現場処理を

する場合に適用する。 

 
※１ バックホウの用途は、大型土のう袋の積上げに用い、供用 1 日当り損料を計上する。 
※２ 積込み、運搬は別途計上する。 
※３ 諸雑費は、てみ、のこぎり等の費用であり、労務費の合計額に上表の率を乗じた金額を

上限として計上する。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

大型土のう袋 100 袋当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 7.5  
普通作業員  人 12.1  
●機械経費     
チップ化ｼｭﾚｯﾀﾞ 出力 20.6ｋｗ 日 12.1 運転単価-10 

バックホウ損料 0.13ｍ3 
クレーン機能付き 供用日 21.6 ※1 

●材料費     
大型土のう袋  袋 100.0  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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10 環境省基準を適用できない項目 
環境省発刊「除染特別地域における除染等工事暫定積算基準」（以下、「環境省

基準」）において、本積算基準及び福島県土木部発刊「土木工事標準積算基準」

（以下、「県土木部基準」）と重複掲載している工種は、適用できない。 

環境省基準について適用できない項目は以下とする。 

 

環境省基準を適用できない項目 

環境省基準の目次番号と項目 左記項目について適用する基準 

18.1足場 

18.2高所作業車 

18.4敷鉄板設置・撤去 

本積算基準 

本積算基準 

県土木部基準 
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11 共通 
 11.1 吸引型高圧洗浄機 
 11.1.1 吸引型高圧洗浄機 

① アスファルト・コンクリートの舗装やブロックなどによる舗装に適用する。 
② 建物やゴムチップ舗装・排水性舗装などの特殊舗装には適用できない。 
③ ハンディタイプには適用できない。 
④ 高圧洗浄車及び汚泥吸引車を使う場合には適用できない。 

 
 
※１ トラックは、発動発電機・高圧洗浄機・水タンク等を積載し、供用 1 日当り損料を計上

する。 
※２ 諸雑費は、水タンク、サクションホース、洗浄用ドラム缶等の費用であり、労務費の合

計額に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
※３ 作業に使用する水に関しては、浸透及び蒸発散により回収率８４％を基本とするが、こ

れによりがたい場合はこの限りではない。 
※４ 給水車等による給水をおこなう場合は、別途、給水車等を計上すること。 
※５ インターロッキングにおいて目地砂を充填する場合は、別途計上する。 
※６ 面積区分は、各現場（住宅各戸、各施設）で実施する当該作業面積から選択すること。 

1,000m2 当り 

名称 規格 単

位 

数量及び区分※6 
摘要 50 ㎡未満 

(小規模) 50 ㎡以上 

●労務費      
一般世話役  人 10.6 3.8  
特殊作業員  人 8.4 3.9  
普通作業員  人 26.3 8.0  
●機械経費      

吸引型高圧洗浄機 

水噴射吸引ユニット 
路 面 洗 浄 用 φ 300 ～

520mm 
噴射圧 15～20MPa 
吸引用ブロワ風量 

5.3～8.3m3/min 
真空圧 29.0～44.1kPa 

日 8.4 3.9  

トラック損料 
積載質量２ｔ積み 
クレーン機能付き 

供

用

日 
8.4 3.9 ※1 

発動発電機 出力 2０KVA 日 8.4 3.9 運転単価-2 
●材料費      
水  ｍ3 8.7 7.7 ※3、※4 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 4 労務費の 4％ 

計      
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12 住宅地等（局所除染） 
12.1 共通事項 

    ・1 地点あたりの作業面積が 10m2程度、または作業幅が１ｍ程度の箇所に適用す

る。ただし、住宅除染モデルケースを適用している場合は除く。 

   ・準備及び後片付け・移動等にかかる時間も含まれている。 
 
 

12.2 軒 
12.2.1 軒樋 

12.2.1.1 堆積物の除去 
「1.2.1.1 堆積物の除去」を参照 

 
12.2.1.2 拭取り 

「1.2.1.2 拭取り」を参照 
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12.3 庭 
12.3.1 未舗装面 

12.3.1.1 堆積物の除去（局所） 

① 除草前で、庭に手入れをしていなく、落ち葉やゴミ等が散乱している箇所に適用す

る。 
② 小型土のう袋への袋詰め、現場内小運搬・積込、大型土のう等への詰込みを含む。 

 
※１ 準備費に計上する。 

※２ 諸雑費は、小型土のう袋・バケツ・スコップ・一輪車等の費用であり、労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

※３ 現場保管に要する費用は含まない。 

 
  

100m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.7  
普通作業員  人 5.3  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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12.3.1.2 除草（局所） 
① 草刈り機及び人力による除草、集草に適用する。 
② 小型土のう袋への袋詰め、現場内小運搬・積込、大型土のう等への詰込みを含

む。 
100m2 当たり 

名称 規格 単位 数量 適用 

●労務費     

一般世話役  人 1.1  

特殊作業員  人 2.2 草刈り機作業など 

●機械経費     

草刈り機損料 肩掛け式 運転日 2.2 ※１ 

混合油  L 11.7 0.76L/h×7h×2.2 日 

●材料費     

大型土のう袋  袋  別途計上 

●諸雑費     

諸雑費  ％ １ 労務費の 1％ 

計     
※1 運転 1 日当たり換算損料を計上する。 
※2 諸雑費は、小型土のう袋、ほうき、手箕・のこぎり等の費用であり、労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
※3 現場保管に要する費用は含まない。 

 
 

施工フロー 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
（注）１．「放射線測定」はその他の作業において実施している場合は、必要に応じて省略する

ことができる。 
２. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 

 
 

  

作

業

範

囲

の

確

定 

集

草

作

業 

現

場

搬

出 

現
場
内
小
運
搬
・
積
込 

大
型
土
の
う
詰
込
作
業 

小
型
土
の
う
袋
詰
め 

放

射

線

測

定 

除

草

作

業 

放

射

線

測

定 



89 
 

12.3.1.3 表土の削り取り（局所） 

① 人力による表土削り取り（厚さ 5cm 程度）に適用する。 
② 小型土のう袋への袋詰め、現場内小運搬・積込・大型土のう等への詰め込みを含

む。 

 
※１ 諸雑費は、小型土のう袋・バケツ・スコップ・一輪車等の費用であり、労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

※２ 現場保管に要する費用は含まない。 

 

 

施工フロー 
 
 
 
 
 
 

 

 

（注）１．「放射線測定」はその他の作業において実施している場合は、必要に応じて省略する

ことができる。 
２. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 3.6  
普通作業員  人 9.4  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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12.3.1.4 砂利、砕石、玉砂利の除去（局所） 
① 人力による砂利等剥ぎ取り（厚さ 5cm 程度）に適用する。 
② 小型土のう袋への袋詰め、現場内小運搬・積込・大型土のう等への詰め込みを含

む。 

※１ 諸雑費は、小型土のう袋・バケツ・スコップ・一輪車等の費用であり、労務費の合計額

に上表の率を乗じた金額を上限として計上する。 

※２ 現場保管に要する費用は含まない。 

 

 

施工フロー 
 
 
 
 
 
 

 

 

（注）１．「放射線測定」はその他の作業において実施している場合は、必要に応じて省略する

ことができる。 
２. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 

  

100m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.4  
普通作業員  人 12.6  
●材料費     
大型土のう袋  袋  別途計上 
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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12.3.1.5 土地表面の被覆（局所） 

① 人力による被覆（厚さ 5cm 程度）に適用する。 
② 現場内小運搬を含む。 

 
※１ 諸雑費は、スコップ・バケツ・一輪車・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
※２ 転圧する場合は別途計上する。 

 

 

施工フロー 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．「放射線測定」はその他の作業において実施している場合は、必要に応じて省略する

ことができる。 
２. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

100m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 2.7  
普通作業員  人 7.2  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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12.3.1.6 砂利、砕石、玉砂利の被覆（局所） 
① 人力による被覆（厚さ 5cm 程度）に適用する。 
② 現場内小運搬を含む。 

 
※１ 諸雑費は、スコップ・バケツ・一輪車・ジョレン等の費用であり、労務費の合計額に上

表の率を乗じた金額を上限として計上する。 
※２ 転圧する場合は別途計上する。 

 

 

施工フロー 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

（注）１．「放射線測定」はその他の作業において実施している場合は、必要に応じて省略する

ことができる。 
２. 本歩掛で対応しているのは、実線部分のみである。 

  

100m2 当り 

名称 規格 単位 数量 摘要 
●労務費     
一般世話役  人 1.5  
普通作業員  人 5.9  
●諸雑費     
諸雑費  ％ 1 労務費の 1％ 

計     
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12.3.2 側溝 
12.3.2.1 堆積物の除去 

「1.4.3.1 堆積物の除去」を参照 
 

12.3.2.2 高圧水洗浄 
「1.4.3.2 高圧水洗浄」を参照 
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第３章 環境省積算基準等通知資料 
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建設キャリアアップシステムの活用について 
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建設キャリアアップシステム義務化モデル工事及び活用推奨モデル工事の積算について 
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